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ll論説;;

中国製造物責任法における
無過失責任の受容と変容(2 ) 
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2 欠陥の特定の程度

終章

第2章責任主体

第4節責任主体の規定の問題点について

l 民法通則122条と製品品質法の規定との関係

論説

民法通則122条は製造物責任を定めており、製品品質法にも製造物責

任に関する規定がある。民法通則と製品品質法の関係については、一般

法と特別法、新法と旧法との関係であり、両j去の規定が異なるときは、

特別法・新法優先の原則により、製品品質法を適用するべきであるとす

るl。

民法通則122条は、製造物の品質の不合格により生じた損害について、

製造者と販売者が賠償責任を負うとしただけで、製造物・欠陥の概念、

責任の免責事由、責任期間などの製造物責任の諸問題については規定し

ておらず、責任の要件も「欠陥」ではなく「品質の不合格jとしている。

製品品質法は、これらの民法通則にはない内容を明記し、責任要件を「品

質の不合格jから「欠陥」に見直しているから、製造物責任訴訟におい

ては当然製品品質法の規定を適用することとなる20

民法通則122条は、製造者と販売者の責任性格を区別しておらず、共

に無過失責任主体となるが、製品品質法 (42条)によると販売者は原則

として無過失責任を負わない。「新法が旧法を破る」原則により、販売

者に対しては、民法通則の規定は適用されないはずである。民法通則と

製品品質責任法における販売者の責任性格のこのような不一致について、

学者の中には問題視する声はあるが、あまり重視されておらず、とりわ

け立法機関による明確な解釈がなく、最高人民法院による司法解釈3も

ないため、裁判実務においては販売者についても民法通則122条の規定

を適用することが依然見られる40

民法通~1j 122条は、製造者と販売者が共に製造物責任を負うことを明

記したこと以外には、製造物責任の他の諸問題については明確に定めて

北法54(6・486)2498
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おらず、製品品質法の制定によりその存在の意義はもはやなくなったと

いえる。とりわけ122条の「品質の不合格」という用語および販売者と

製造者の責任を区別しない規定は製品品質法の規定と異なっており、

122条を引き続き製造物責任の規定として適用することは妥当で、はない

と思われる。

中国の裁判実務では、過失責任と無過失責任の区別の訴訟上の意義(責

任要件の相異およびそれによる証明責任の違い)が明確に認識されてい

るとは思われず、 122条と製品品質法との違いについても一般的には認

識されていないようである O 実務上裁判所が民法通則122条を製品品質

法の規定と一緒に適用することがあるが、それは単に欠陥製造物の事故

に対する損害賠償を求める根拠として引用しているだけで、必ずしも

122条を無過失責任の規定として適用しているとは思われない。このよ

うな場合には民法通則122条ではなく不法行為責任の一般規定である106

条2項5を適用するべきであると思われる。つまり、民法通則122条は、

製造物責任規定としては妥当ではないから、無過失責任を追及する場合

には製品品質法の規定によるべきであり、過失責任を追及する場合には

民法通則の不法行為責任の一般規定を適用するべきであり、 122条はそ

の存在の意義がないといえるであろう 60

2 I先行賠償責任Jについて

製品品質法42条l項によると販売者の責任は過失責任であり、販売者

は製造物責任主体ではないので、販売者に対しては過失責任しか追及で

きないはずで、ある。ところが、製品品質法43条(の解釈7) によると、

被害者が販売者に損害賠償を請求した場合、販売者は欠陥および損害の

発生につき過失がなくても、被害者の請求に応じて、実際に責任を負う

べき者に代わって先行賠償しなければならない。つまり、被害者は販売

者の過失を証明する必要がなく、販売者が引き渡した欠陥製品により損

害を被ったことさえ証明すれば足り、販売者も自分の無過失を証明して

免責されることができない。しかし、このような販売者の先行賠償責任

は明らかに販売者の過失責任の規定と矛盾する。

販売者の過失責任と先行賠償責任との関係について、中国ではあまり

問題視されておらず、この問題について言及する論著もあまり見られな

北法54(6・485)2497



論説

いが、最も詳しく検討したのが張新宝教授である8。販売者の過失責任

と先行賠償責任との関係について、張新宝教授は、販売者の責任を「直

接責任J(表面責任)と「最終責任J(実質責任)とに分けて説明し、そ
の矛盾の解決を図る。

以下においては、張新宝教授の主張(以下、「二重責任説Jという)

を検討し、 43条の先行賠償責任の性格についての筆者の見解を述べたい。

(1)直接責任と最終責任

二重責任説によると、直接責任とは、欠陥製品の製造者、販売者が直

接的に被害者に対して負う責任であり、最終責任とは、製造者と販売者

聞における責任の最終的な帰属をいう 90

欠陥製品の被害者が製造者または販売者に損害賠償を請求した場合、

製造者と販売者は、その欠陥が製造と販売のどの段階で生じた欠陥であ

るかにかかわらず、また、自分が欠陥の存在につき過失があるか否かに

かかわらず、まず、被害者に対して損害賠償責任を負わなければならな

い。したがって、被害者は被告の過失を証明する必要がない。すなわち、

被害者に対する直接責任は、製造者と販売者は共に無過失責任である100

これに対して、最終責任は、製造者にとっては無過失責任で、あり、販

売者にとっては過失責任であるO つまり、欠陥および損害につき過失が

ないのに被害者に対して直接責任を負わされた販売者は、欠陥製品の製

造者に求償することができるが、その際、販売者は製造者に対して無過

失責任を追及でき、製造者が販売者に引き渡した製品に欠陥があったこ

とさえ証明すれば足り、製造者の過失を証明する必要がない。その一方、

販売者が最終責任を負うべきであるのに先行賠償した製造者は、販売者

に求償することができるが、その際、製造者は販売者の過失を証明しな

ければならない110

このように、二重責任説は直接責任と最終責任とを区別して、先行賠

償責任と販売者の過失責任との関係を説明するが、筆者には、このよう

な解釈によっても先行賠償責任と製品品質法の他の規定 (41条、 42条)

との矛盾は解消できないと思われる。

(2 )二重責任説の検討

北法54(6・484)2496



中国製造物責任法における無過失責任の受容と変容 (2) 

①製品品質j去における先行賠償責任の由来

張新宝教授は、製品品質法43条の立法趣旨は、直接責任(無過失責任)

と最終責任(無過失責任または過失責任)を区別して、販売者にも無過

失責任としての先行賠償責任を負わせることであるとするが12、これに

は根拠が乏しいと思われる。

まず、製品品質法の起草機関と立法機関による解釈・解説では13、製

造者は無過失責任を負い、販売者は過失責任を負うと明言しており、 42

条の過失責任の規定と43条の先行賠償規定との関係について、二重責任

説のような解釈は見当たらない。つまり、製品品質法43条における先行

賠償責任についての通説的な解釈は、立法の本来の趣旨とは思われない。

次に、製品品質法43条の経緯からも、立法者はもともと販売者に無過

失責任を負わせることを意図していなかったことがうかがえる。 1992年

10月に国務院が全国人民代表大会常務委員会14に上程した製品品質法草

案には43条のような規定がなかったが、全国人民代表大会常務委員会に

おいて審議する際、一部の委員から「購入した製品の欠陥により被害を

受けた場合、誰に対して損害賠償が請求できるかを明確に規定するべき

である」という意見が出されたため、急逮追加された条文である 150 委

員らの提言は、当時の中国においては、多くの被害者は法律知識と権利

意識の欠知により、被害を受けても損害賠償を求める権利を行使できな

かったため16、損害賠償を請求する権利があることおよび誰に請求する

ことができるかを明記するよう求めただけで17、販売者にも無過失責任

を負わせることを提言したとは思われない。

また、製品品質法は43条を追加する一方で、草案のその他の関連条文

には変更がないことも、 43条は販売者に無過失先行賠償責任を負わせる

趣旨ではないことを示していると思われる。製品品質法の制定過程で作

成された諸草案18の中で、「草案第 1号jと「徴求意見稿Jには43条のよ

うな先行賠償責任の規定がなかった190 r第4稿J(51条)、「第6稿J(62 
条)、「送審稿J(51条)、「送審第3次修改稿J(40条)と「送審第4次修

改稿J(38条)には製造者と販売者の先行賠償責任の規定があったが、
これらの草案は、製造者と販売者の責任を区別せず、民法通則122条と

同じように共に無過失責任主体とするため、販売者は製造物の欠陥につ

いて過失がなくても、製造者に代わって先行賠償責任を負うことになる

北法54(6・483)2495



論説

のである。ところが、全国人民代表大会常務委員会の審議にヒ程された

「産品質量法草案Jにおいては、製造者と販売者の責任を区別して、製

造者は無過失責任を負い (46条)、販売者は過失責任を負う (47条)と

しており、先行賠償責任の規定もなかった。諸草案における先行賠償責

任規定のこのような変化は、先行賠償責任はもともと製造者と販売者が

共に無過失責任を負うことを前提にしており 20、販売者が無過失製造物

責任主体ではない場合には妥当ではないことを示しているといえる。

②二重責任説の限界一先行賠償責任と免責事由の抗弁

二重責任説は、直接責任と最終責任の区別により、 43条における先行

賠償責任を説明して、先行賠償責任と他の規定との矛盾を解決しようと

するが、上記のように、二重責任説を含む「先行賠償責任」についての

通説的な解釈は、立法の本来の趣旨とは思われない。また、二重責任説

によっても、 43条の「先行賠償責任Jと41条における免責事由との矛盾

は解消できないと思われる。

「最終責任jを負うべきではないのに、 43条(の解釈)により被害者

に対して「直接責任」を負う場面としては、製造者にとっては、主に、

製品を製造して流通に投入するときには欠陥がなかったが、流通過程の

どこかで製造者とは関係のない原因で欠陥が生じ、その欠陥により消費

者などが被害を受けた場合が考えられ21、販売者にとっては、製品の欠

陥は製品が製造者から販売者に引き渡されるときに既に存在したもので

あり、かつ、このような欠陥を発見できかかったことにつき過失がない

場合が考えられる。

ところが、製品品質法 (41条2項2号)は「製品を流通に投入したと

きには、損害を引き起こした欠陥がいまだ存在していなかったことjを

製造者の免責事由のーっとして定めており、製造者がこれを証明すれば、

損害賠償の責任を負わないとする。こうなると、 43条による先行賠償責

任ないし「直接責任」と41条による免責事由の抗弁との関係が問題とな

るが、先行賠償責任が優先するとすれば、免責事由による抗弁ができず、

免責事由の規定が無意味なものとなるし、免責事由の抗弁が優先すると

すれば先行賠償責任の追及ができなくなる O

製品品質法は、製造者の免責事由として、①製品を流通に投入してい

北法54(6・482)2494



中国製造物責任法における無過失責任の受容と変容 (2) 

ないこと。②製品を流通に投入したときには、損害を引き起こした欠陥

がいまだ存在していなかったこと。③製品を流通に投入した時における

科学技術の水準では、いまだ欠陥の存在を発見することが不可能であっ

たことの三つを定めている。免責事由により免責されるのが「直接責任」

であるかそれとも「最終責任jであるかについて、「二重責任説jは、

②の場合に免責されるのは最終責任であり、「直接責任jは免除されな

いとする22。①と③の場合については言及していないが、①と③の場合

には実質責任だけではなく直接責任まで免除されるとすると、このよう

に免責事由の効力を区別するのは法律上の根拠がなく、①と③の場合に

も最終責任しか免除されないとすると、これは免責事由を定める本来の

趣旨に反する。

製造物責任は、製造者などに対しては一般不法行為責任より厳しい責

任であるから、被害者と製造者などとの聞の危険の公平な分配をはかる

ため23、各国の製造物責任法は、製造者などが一定の免責事由の存在を

証明するときは、その責任を免れることができるとしており 24、免責事

由があるのに製造物責任法により先行賠償責任を負わせることはできな

い。中国の製品品質法がEC指令に倣って免責事由を定めるのは同じ趣

旨であると解すべきであり、免責事由があるのに先行賠償責任を負わせ

るとするのは論理的で、はないと思われる。

また、製品品質法42条2項は、「販売者は、欠陥製品の生産者を特定

することができず、その欠陥製品の供給者を特定することもできない場

合jに(のみ)無過失責任を負うとするが、販売者が、製品の欠陥は製

品が製造者から販売者に引き渡されるときに既に存在したものであり、

かつ、このような欠陥を発見できかかったことにつき過失がない場合、

および欠陥製品の製造者または供給者を特定することができる場合でも

先行賠償責任負わせると、 42条2項の規定はその存在の意義がなくなる。

③そして、二重責任説が最終責任について、先行賠償をした製造者が

販売者に求償する際には過失責任により、先行賠償をした販売者が製造

者に求償する際には無過失責任により求償するとして、無過失責任の適

用範囲を製造者と販売者との求償関係に拡張するのは、法政策的な合理

性が乏しいと思われる。つまり、製造物責任の意義は、無過失責任法理

北法54(6・481)2493 
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により被害者の証明責任を軽減して、損害賠償訴訟における製造者(事

業者)と消費者(個人)の不対等な関係を是正することにあり、あえて

製造者と対等な関係にある販売者(事業者)に無過失責任を拡張する必

要はないのではないかと思われる。

( 3 )製品品質法43条の解釈について

以上の製品品質法43条の経緯およびその解釈についての検討から、筆

者は、 43条により様々な誤解と混乱が生じており、製品品質法にこの条

文を追加したことは不適切で、あると思われ、中国製造物責任法の立法趣

旨を明確にし、法律の整合性を保つためには、 43条を削除することが望

ましいと考える。ただし、法律の改正がない現状では、解釈により問題

の解決を図るしかないが、筆者は、次のような解釈を提言したい。

①被害者の損害賠償請求権の性格

43条は、「被害者は、製品の生産者に賠償を請求することができ、製

品の販売者に賠償を請求することもできるjと規定するが、その請求権

の性格、すなわち、製造物責任と不法行為責任のどれに基づく請求がで

きるかについては明示していない。また、 43条についての諸解釈もこの

点については全く言及していない。

前記の立法経緯が示すように、 43条は製造物責任だけを想定した規定

とは言えず、欠陥製品により被害を受けた場合に、被害者は製造者と販

売者に損害賠償を請求する権利があるということを強調するための規定

であると解するべきである。したがって、 41条および42条との関係から、

製造者に対しては41条により製造物責任を追及できるが、販売者に対し

ては42条2項の場合を除き製造物責任の追及はできず、 42条l項により

不法行為責任を追及することとなる250 このように被害者の損害賠償請

求権を製造者に対する場合と販売者に対する場合とで区別することによ

り、 43条と41条及び42条との整合性が図れると思われるO

②「先行賠償責任」の性格

43条における製造者と販売者の「先行賠償責任」については、責任の

性格は考慮せずに、被害者から損害賠償を請求されれば、その請求に応
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じて賠償しなければならないとするのが通説的な解釈であるが、このよ

うに「先行賠償責任」を絶対化するのは妥当ではない。このような解釈

には、明確な根拠がない上、前述のような法律の整合性上の問題を生じ

させるため、被害者の損害賠償請求権の性格に相応して、「先行賠償責

任」についても、その責任の根拠法理と構成要件を明確にして、制限を

加えるべきである。

すなわち、 (a)製造者は、 41条に定められている免責事由の存在を証明

するときは、[先行賠償責任jを負わない。したがって、製造者が先行

賠償責任を負うのは、主に完成品の製造者と部品・原材料の製造者との

問、または実際の製造者と表示製造者との聞のように、製造物責任法に

基づいて、複数の者が同ーの損害について連帯責任を負う場合であろう。

(b)販売者は、欠陥の存在について過失がなければ「先行賠償責任Jを負

わない。したがって、販売者が「先行賠償責任jを負うのは、主に製造

者により作り出された欠陥を過失により発見できなかった場合と販売者

が「表示製造業者Jに当たる場合などであろう。

43条について以上のように解釈すると43条と他の条文との矛盾は生じ

ないと思われるが、このような解釈は43条がなくても当然のことであり、

43条はそもそも存在の意義がない規定であるといえる。

( 4 )民法典草案と民法典試案における「先行賠償責任jについて

「全国人大草案」と「社会科学院案」は、製品品質法と同じように製

造者だけを製造物責任主体とし、販売者は原則としては過失責任しか負

わず、製造物の製造者と供給者を特定できない場合にのみ補充的に無過

失責任を負うような規定をしながら、また製造者と販売者はお互いに先

行賠償責任を負うとする260 I全国人大草案Jと「社会科学院案」は、製

品品質法の規定を踏襲しており、前記の製品品質法の問題点をそのまま

抱えているといえる。

「人民大学案jは、民法通則122条と同じように製造者と販売者を区別

せず、共に製造物責任主体とし、お互いに先行賠償責任負うとするが27、

また、民法通則にはない製品品質法と同じような免責事由の規定を設け

ている28。製造者と販売者を共に責任主体とするから、販売者は欠陥に

ついて過失がなくても先行賠償責任を負うこととなり、製品品質法にお
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ける先行賠償責任の問題点が一部避けられるといえる。しかし、製品品

質法のような先行賠償責任と免責事由との矛盾は依然、解消できない。

すでに検討したように、筆者は、製品品質法43条はそれがなくても当

然なことを定めているだけで、その存在の意義がないばかりか、解釈上

の混乱を招いているからそれを削除するべきであると考えており、民法

典には採用するべきではないと主張したい。

第3章製造物

第1節製造物の定義

製造物責任法の適用範囲は、一つは責任主体の範囲により画され、い

ま一つは製造物の範囲により画されるが、責任主体の範囲は製造物の概

念に関って決定されるので29 製造物の概念をどう定義するかは製造物

責任法の適用範囲ひいては被害者の救済にかかわる重要な問題である。

アメリカでは、製造物責任法は各州の判例法の中で発展してきており、

単一の成文法源はないが、各州、|の判例の趨勢を分析、整理して、製造物

責任法の解釈ないし運用の方向を示す「不法行為法リステイトメント」

をアメリカの製造物責任法の基準と考えることができる300 1965年の第

2次不法行為法リステイトメント402A条は、製造物について積極的な

定義は示していない。そしてそのコメント dも、厳格製造物責任は、食

品やその他身体に密接して使用される製品のほか、「最終利用者や最終

消費者に届くと予期された状態または実質上それと同じ状態で販売され

る全ての製品に及ぶ」とし、例示的に自動車、タイヤ、飛行機などの製

品を挙げるにとどまっている。そのため、厳格責任が適用される製造物

であるか否かは、事例ごとに判断され、個別的に確定していくこととな

り、裁判所の判断は完全には統ーされていなかった310 1998年の第3次

不法行為法リステイトメントは、「製造物とは、使用もしくは消費のた

めに、商業的に配給される有体財産 (tangibleproperty)をいう」と定義

するが、不動産及び電気のような無体動産も、場合によっては製造物の

範囲に含まれるとしており、製造物の範囲について厳格な制限を設けて

いない320
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EC指令は、製造物を「自然農産物及び狩猟物を除く、すべての動産J

と定義しており、他の動産または不動産に組み込まれた動産および電気

も製造物であるとする330 ただし、自然農産物および狩猟物については、

各加盟国が囲内法において、これらを「製造物jと定めることもできる

としている340 日本の製造物責任法は、「製造物とは、製造または加工さ

れた動産をいうJ(2条l項)としており、不動産および製造・加工さ

れていない動産は製造物責任法の対象外になっている。

中閏の製品品質法は、その第2条に製造物の定義規定を置いている。

製品品質法は、製品の品質に対する管理、監督に関する行政法の規定を

主な内容とする、行政法と民事法の規定が混在する法律であり、製品(製

造物)の定義規定は製造物責任を定める第4章ではなく、第 1章(総則)

に置かれているが、この定義は第4章の製造物責任の規定との関係を考

慮して定められたと説明される35。製品品質法は、「本法において製品と

は、加工・製作を経て、販売に供される製品をいう O 建設工事は、本法

の規定を適用しない。但し、建築工事に使用された建築材料、建築部材・

部品及び設備が前項に定める製品の範囲に属する場合は、本法を適用す

るjと規定するが‘建築工事とは、不動産のことであるからお、製造物

を動産に限定し、不動産は除外するのは、 EC指令や日本の製造物責任

法と同じであるといえるO

第2節製造物の要件

中国の製品品質法は、製造物の範囲を画する要件として、「加工・製

作されたことjと「動産であることJおよび「販売に供されることjを

定めている。 EC指令は製造物を「産業的に製造された動産」に限定す

るべきであるとしており 37、日本の製造物責任法も製造物の範囲を「製

造または加工された動産」に限定している。

製造物の範囲を「製造・加工された動産」に制限するのは、製造物責

任は、大量生産・大量消費を前提として製造され、流通性を有する、工

業的な製造物を対象として発展してきた責任法理であるからである O す

なわち、「製造・加工」という要件は、製造物の工業的な属性を意味し

ているものであり、「動産Jという要件は、製造物の流通性という属性
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を意味しているものである。しかし、これは、製造物責任法による保護

を最も必要としている領域が、大量生産・大量消費を前提として製造さ

れ、流通される、工業的な製品の欠陥に起因する被害であることを意味

するのであって、製造物責任法がこのような領域にのみ妥当であること

を意味するものではない38。また、「製造・加工された動産jという要件

は、その意味が必ずしも明確ではないため、解釈により明確にしなけれ

ばならないが、その解釈によっては、製造物の範囲が異なり、どのよう

な立場に立って解釈するかが重要である。

1 r動産であること」
製品品質法は「動産jではなく「製品J(言語は「産品jである、以
下同)という用語を用いるが、不動産以外のものをいう点では、製品は

動産と同義であると理解できる O

不動産を製造物責任法の対象にするか否かについて、製品品質法制定

前に公刊された論著においてはあまり議論されていなつかた。製品品質

法の制定過程に提出された諸草案においては、不動産を製造物に含めた

り、製造物から除外したりして、何回も変更があって立法者の考えは一

貫していなかったが39、結局製造物責任法の適用対象としないこととなっ

た。不動産を製造物の範囲から除外する理由は、不動産には動産と違う

特別な品質基準が適用されることと諸外国においても不動産は製造物か

ら除外されているからだと説明するが40、筆者は、不動産を製造物責任

法の適用対象から除外する根拠は十分とは言えず、再検討する必要があ

ると考える。

日本においては、立法前の諸提案や報告が不動産について製造物責任

法の対象とするものとしないものとに分かれていたが41、製造物責任法

は、製造物を動産に限定し、不動産は対象外とした。不動産を製造物責

任法の対象から除外することの理由については、①不動産の紛争の大部

分が契約当事者聞における目的物自体の性能に関するものであり、契約

責任で対応が可能なこと、②第三者に対する被害については、土地工作

物責任により被害者の保護が図れていること、③製造物責任が妥当する

のは、大量生産・大量消費される動産であり、 EC諸国でも不動産は製

造物責任の対象とはされていないことなどが挙げられているが42、不動
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産を製造物から除外することについては、立法前から批判があり 43、立

法後もなお強い批判がある。松本教授は、上記の不動産を排除する理由

の、①については、住宅関係のクレームには、拡大損害を生じている例

が少なくないうえに、分譲業者が建設をしていない場合には、買主は建

設業者の契約責任を直接問うことはできない、②については、不動産の

所有者や占有者に被害が生じた場合には、工作物責任は適用されないし、

第3者が被害者となった場合は、工作物責任では、建築や販売に関わっ

ていない現在の所有者や占有者を訴えることしかできない。現在の所有

者や占有者は無過失責任を負わされるのに、建築業者や販売業者は過失

がなければ求償義務を負わないのは公平ではない、③については、アメ

リカでは、不動産にも厳格責任を認める判例があり、第3次不法行為法

リステイトメント(草案)では、新築建物の売主も製造物責任を負うと

して、新築建物を製造物に含めていると反論する44。

アメリカにおいては、第2次不法行為法リステイトメント402A条が

動産供給者の責任を定める章の一条文であることもあって、不動産を除

外するのが一般的であったが45、欠陥不動産にも厳格製造物責任を適用

する判例もあり、不動産の取り扱いについては見解が分かれていた460

1998年に成立された第3次不法行為法リステイトメントは、不動産も[そ

の配給および使用の場面が、有体動産の配給および使用と酷似していて、

このリステイトメントに述べられているルールを適用することが適切で、

ある場合には、製造物であるjとする470

また、 EC指令は、製造物責任は、「産業的に製造された動産にのみ適

用されるべきであるJとして、不動産は製造物に含まれないとするが、

その実質的な原因は、不動産を含めるならば、工作物の建築業者に10年

の暇庇担保責任を認めるフランス法と抵触する可能性があり、フランス

の反対によって EC指令の採択そのものが不可能になるという政策的な

配慮であったと言われている480

中国の製品品質法が不動産を製造物の範囲からから排除したのは、外

国でも不動産を製造物としていないことをその理由のーっとしているが、

上記のように、各国が不動産を製造物責任法の対象から排除することに

は、その妥当性を説明できる十分な根拠があるとは言えないと思われる。

製品品質法が不動産を製造物の範囲から除外するもう一つの理由は、
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不動産は建設周期が長く、特殊な品質基準が適用されるため、他の製品

と同じ法律を適用するのは難しいということである490 しかし、不動産

のこのような特殊性は、不動産の品質の管理、監督の面において他の製

品と区別する理由にはなっても、製造物責任法の適用を排除する理由に

はならない。製品品質法は、行政法の規定がその主な内容となっており、

行政法の規範としては不動産を他の製品と区別する必要があり、不動産

を製品品質法(行政法の部分)の適用対象としなかったのはその妥当性

があるといっても、それが製造物責任法規範の適用まで排除することを

正当化する理由にはならないと思われる。

中国では、不動産には製品品質法が適用されず、「建築法J50が適用さ

れる。「建築法」は、建築業における建築工事の品質についての管理、

監督に関する行政法の規定が主な内容となっているが、建築物により生

じる損害の賠償については、「建築物の合理的な使用寿命期間内に、建

築工事の品質の不合格により損害を受けた場合には、責任者に対して損

害賠償を請求する権利を有するjと規定する (80条)。この規定は損害

賠償請求権の性格を明示しておらず、その責任の性格が過失責任である

かそれとも無過失責任であるかは不明確であるが、不動産を製品品質法

の適用対象としなかった理由のーっとして、外国でも不動産には無過失

責任を適用していないことが挙げられていること、および責任要件を欠

陥ではなく「品質の不合格」としていることから、無過失責任は含まれ

ていないと解するのが妥当であると思われる。したがって、不動産に欠

陥があり、その欠陥により被害を受け、不法行為責任による損害賠償を

請求する場合には、被害者は無過失責任ではなく過失責任により損害賠

償を請求することとなり、その欠陥につき建築業者などに過失があるこ

とを証明しなければならない。

日本においては、不動産を製造物責任の対象としない理由として、第

三者に対する被害については、土地工作物責任により被害者の保護が図

られていることが挙げられ、これについては、前記のような批判があっ

た。中国の民法通則126条51は、日本民法の土地工作物責任に類似する建

築物の所有者・管理者の責任を定めているが、それは過失責任であるた

め、日本のように所有者や占有者の無過失責任と建築業者や販売業者の

過失責任との不均衡のような問題は生じないが、建築物による損害につ
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いてはいずれの場合でも無過失責任を追及することができず、被害者に

とっては日本の場合より厳しくなっているといえる。

「全国人大草案jと「社会科学院案j、「人民大学案jはいずれも製造

物の範囲を動産に限定し、不動産は排除するが52、以上の検討から、筆

者は、中国の製品品質法が不動産を製造物の範囲から除外したのは、そ

の根拠が乏しく、妥当であるとはいえず、被害者の救済のためには不動

産にも製造物責任法を適用することが望ましいと考える。とりわけ、現

在高度の経済成長期にある中国では、住宅建設をはじめ不動産の建設が

空前の規模で行なわれ、事故とトラブルも多発しており、被害者の救済

を強化するためには、不動産をも製造物として、製造物責任法を適用す

るべきであると考える O

なお、不動産に組み込まれた動産としての原材料や構成部品について、

旧製品品質法には規定していなかったが、改正された製品品質法は、「建

築工事に使用された建築材料、建築部材・部品および設備が前項に定め

る製品の範囲に属する場合は、本法を適用するjと明記しているO 日本

では、不動産は製造物責任法の対象としないが、不動産の一部となった

動産であっても、引き渡された時点で動産であるものは製造物責任法の

対象となる530 EC指令も不動産に組み込まれた動産は製造物責任の対象

とする540

2 r製造・加工されたこと」
(1) r製造・加工」の意義
中国の製品品質法は、「製造・加工」されたことを製造物の範囲を画

する基準とするが、どのような行為をもって「製造・加工jとして捉え

るのかは明確で、はない。

日本においては、一般に、「製造」とは、「原材料に手を加えて新たな

物品を作り出すこと」を意味し、第二次産業における生産行為を意味す

るものとして用いられており、「加工jとは、動産を原材料としてこれ

に工作を加え、その本質を保持させつつ新しい属性を付加し、価値を加

えること」を意味し、第一次産業や第三次産業における動産に対する人

為的な処理も「加工」行為として、その加工品も製造物の範囲に取り込

むことができるとされている550 このような理解は、中国においてもー
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応の目安としては可能で、あると思われる。

しかし、このように「製造・加工Jを理解しでも、第二次産業におけ

る新たに作り出された製品が「製造物jであることには疑義が生じない

が、第一次産業における生産物、特に自然農水産物などについては、そ

れが「製造物jであるか否かを判断するのは必ずしも容易ではない。現

実では、市場の商品は自然農水産物などの第一次産業の産品であっても、

程度の差こそあっても、すべて何らかの人聞の行為が加えられ生産・加

工・流通されており、どのような行為は「製造・加工Jに当たり、どの

ような行為は「製造・加工」に当たらないかを判断し、製造物とするべ

きか否かを判断するための具体的な基準はないからである。

したがって、ある行為が「製造・加工Jに当たる否かについては、事

例ごとに判断するしかないが、筆者には、人間の行為が欠陥を生じさせ

る原因であるか否かに着目して判断することが一つの原則になりうると

思われる。つまり、生産物に欠陥を生じさせうるような行為は「製造・

加工jであり、そのような行為が加えられた生産物は製造物の範囲に含

めるべきである。

( 2 )自然産物の取り扱い

「製造・加工jという要件により製造物の範囲を判断するとき、特に

問題となるのが農水産物などの自然産物の取り扱いである。

中国では、「製造・加工」という要件の意義についてはあまり検討さ

れていないが、立法関係機関による解釈では、「製造・加工Jされてい

ない産品の例として鉱産品、第一次農産物、第一次畜水産物を挙げてい

る56。その具体的な範囲については、産品分類の国家基準である

fGB7635-87 (全国工農業産品分類およびコード)Jに基づいて決める

こととなるが、当該基準は、産品を26種類に分類し、その内のA類の農

産品、牧畜産品および漁業産品とB類の鉱産品、林木産品は除外される

とする57。これらの自然産物を製造物の範囲から除外するのは、これら

の自然産物の品質は、「人間の意思や要求により決められるのではなくJ、

「外国でもこれらのものは製造物責任法の適用対象としていないJから
だとする見。

確かに、これらの自然、産物は一般的なT業製品と違う特徴があり、製
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造物責任法の適用対象としない国が多い。しかし、それらの国において

自然産物に製造物責任法を適用しないことには必ずしも決定的な根拠が

あるとはいえず、様々な異論もあり、自然産物の取り扱いについてはま

だ検討する余地があると思われる。

現代における農水畜産物は、かつてのように純自然の力により生産さ

れるのではなく、人間の行為に大きく影響されている。人聞は農薬、化

学肥料、配合飼料などを使って栽培、養殖、飼育を行なっており、遺伝

子操作により品種と品質を自分の意思や要求にあわせてコントロールで

きるようにまでなっている。このように生産される現代の農水畜産物は、

もはや従来の伝統的な自然産物とは違い、本質的には工業製品と変わり

がないといってよいであろう O したがって、このような生産物を純自然

産物と同じように製造物の範囲から除外するのは妥当ではないと思われ

るO

日本においても第一次農林畜水産物は、基本的に自然の力を利用して

生産されるものであり、工業製品とは生産形態に著しい差異があるとし

て、製造物責任法の対象としていない59。しかし、立法前には、製造物

責任研究会の「製造物責任法要綱試案Jをはじめ、私法学会における提

案などが「未加工の自然産物Jをも製造物としており 60、第一次農林蓄

水産物を製造物責任法の対象から除外するについては、立法前から強い

反対があり 61、立法後も根強い批判がある620

EC指令は、製造物を「すべての動産」としたうえで、とくに未加工

の自然農蓄水産物・狩猟物だけは除外するとしており、採掘しただけの

鉱物や未加工の自然水も製造物に含まれることとなる63。未加工の農畜

水産物や狩猟物を排除する理由については、製造物責任は、「産業的に

製造された動産のみに適用されるべきでありj、その理由から、農水畜

産物および狩猟物は、「欠陥の原因となりうる産業的性質の加工をされ

た場合を除き、排除されるべきであるJと説明する印。しかし、これは

建前論に過ぎず、未加工の自然物の全部ではなく、とくに農畜水産物な

どだけを排除したのは、 EU特有の農漁民保護という特別の政治的配慮、

であるといわれている650 このように、一部の自然産物を除外するのは、

実質的には一つの政策的な配慮であるため、各加盟国は、消費者保護の

必要性を考慮して、その囲内法においてこれらの物を「製造物」と定め
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ることができるとする660 また、アメリカでは、未加工の自然産物にも

厳格製造物責任が適用される670

このように、未加工自然産物を製造物とするか否かについての各国の

対応は様々であり、その結論は法理論上の決着によるものではなく、政

策上の判断の結果であるといえる。中国の製品品質法が未加工の自然産

物を製造物から排除する政策的な判断の根拠は明確に示されておらず、

この問題について十分な検討が行なわれたとは思われない。

私見では、現代の所謂「自然産物jについては、一律に製造物責任の

対象としないのは妥当ではなく、「自然産物」の欠陥が人の行為(栽培、

養殖、飼育、採掘など)により生じる場合には、「製造・加工された」

とみなして、製造物責任を適用するべきであると考える O そして、多く

の場合、その「加工・未加工jの限界が暖味で、実務上厳密に区別する

ことが困難であるため、立法論としては、かつての日本の諸立法提案が

提唱したように、自然産物をも製造物とすることが望ましいと考える。

また、中国の裁判実務においても、裁判所は「加工・未加工jという

要件を厳格に適用していないように思われる。例えば、石炭に雷管が混

入して、その;爆発によって負傷した事件で、裁判所は石炭が製造物に当

たるか否かはまったく問題にせず、製品品質法を適用して炭鉱の損害賠

償責任を認めた680 I製造・加工されたjことを製造物の要件とするなら、

石炭の採掘行為は「製造・加工」にはあたらず、採掘しただけの自然産

物である石炭による事故には、製造物責任法が適用されないはずである

が、裁判所は、「製造・加工」という要件にはこだわらなかったのであ

る。

3 I販売に供されること」

製品品質法は、製造物の要件として「販売に供される」ことを定めて

いるが、このような規定のし方には問題があり、妥当ではないと思われ

る。

まず、「製造物Jであるか否かは、物自体の客観的な属性(製造・加

工されたものであるか否か)により決めるべきであり、販売に供するか

否かという製造者などの主観的な行為を基準に決めるべきではない。製

造物の定義が符えるのは、まず個々の製造者とは関係なくある種の生産
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物を全体として製造物責任法の適用範囲に含めるべきか否かの問題であ

り、販売に供するか否かは、ある製造物の製造者などが具体的な事案に

おいて製造物責任を負うべきか否かの問題として扱うべきであり、そも

そも次元が違う問題で、製造物の要件とするのは論理的ではないと思わ

れる o EC指令においては、一部の自然産物を除く、すべての動産を製

造物としており、販売の目的があるか否かは製造物の要件ではなく、製

造物の製造者の免責事由として定められている69。日本の製造物責任法

も、販売するか否かは製造物の要件としていない。

次に、このような規定方法は、 EC指令のような規定方法より被害者

の救済に不利である。製造物であることは製造物責任の成立要件である

から被害者である原告がその証明責任を負うことになる O 製品品質法は、

「販売に供するJことを製造物の要件とするから、その証明責任は被害

者が負うこととなるが、被害者が、ある製品を製造者が販売のために製

造したか否かを証明するのは、場合によっては必ずしも容易ではない。

EC指令においては、販売のために製造しなかったことは製造者などの

免責事由として定められているから、その証明責任は被告側にあり、製

品品質法より被害者に有利になっているといえる。

このように、「販売に供する」ことを製造物の要件とするのは、論理

的ではなく、被害者の救済にも不利であるので、製造物の定義から「販

売」という要件を削除するべきであると考える。「全国人大草案Jと「社

会科学院案」、「人民大学案jは、いずれも製品品質法と同じように製造

物の定義に「販売に供する」という要件を定めているが70、筆者には、

以上のような考えから妥当ではないと思われる。

第4章欠陥

製造物責任は、製造者などに損害賠償を請求する際の責任要件を、一

般不法行為責任の「過失Jから「欠陥jに変えることで、被害者の証明

責任の負担を軽減し、被害者の救済を容易にすることを目的とする責任

法理である。したがって、「欠陥」は製造物責任法の最も中核的な概念

であり、製造物責任法の適用において最も重要な問題である。
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第1節欠陥の概念

1 I品質不合格Jと「欠陥」

さr為三、4
d岡 己品

中国における最初の製造物責任の規定である民法通則122条は、「欠陥」

ではなく、「製品の品質不合格」という用語を使用した。「製品の品質不

合格Jとは、製品が「製品の性能、安全性およびその他の特性に関する

国の法規、品質基準または契約の規定に適合jしていないことであり 71、

製品の安全性の欠如のみを意味する製造物責任法における「欠陥」とは

同じ概念ではない。「品質不合格製品jには「欠陥Jある製品のほか、

製品の安全性には影響のない瑞庇ある製品も含まれており、また、「品

質合格製品jであっても「欠陥Jある製品でありうる。

122条が「品質の不合格Jという用語を使用したことにより、無過失

責任を定める立法趣旨が暖味になって、 122条が定める責任が無過失責

任であるか否かについての論争が起こり、製造物責任の無過失責任化を

否定する根拠の一つにもなったのである。

その後、製造物責f千についての研突が深化するにつれ、一部の学者は、

こうした立法上の誤りに注目し、製造物責任の規定に「製品の品質不合

格Jという用語を用いるのは不的確であり、 122条の立法趣旨に合わな

いから、解釈論としては製造物責任法において一般的に使用される「欠

陥jの概念と解するべきであり、法律を改正する際には「品質不合格」

を「欠陥j概念に切り替えるべきであると提案した720 製品品質法は、

こうした指摘を受け入れ「品質不合格」の代わりに「欠陥」の概念を採

用したのである730

2 欠陥の定義

製品品質法46条は、「本法において欠陥とは、製品に人身、他人の財

産74の安全に危害を及ぼす不合理な危険が存在することをいう。製品に

身体の健康または人身、財産の安全を保障するための国家基準、業界基

準がある場合は、当該基準に適合していないことをいう」と規定する。

この定義規定は、欠陥を「不合理な危険」としており、これは欠陥に

関する外国の法律の規定と実質的には違いがないが、製品の安全基準を

欠陥の判断基準として明記したのは諸外国の法律には見られない特徴で
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ある。アメリカ第2次不法行為法リステイトメント402A条は、欠陥を

「不相当に危険な状態」としており、 EC指令は、「人が正当に期待しう

べき安全性を備えていない」ことを欠陥としており、日本の製造物責任

法は、「通常有すべき安全性を欠いている」ことを欠陥としているが、

いずれも欠陥の定義規定には、製品の安全基準を欠陥の判断基準として

は定めていない。

製品品質法の起草機関である国家技術監督局が作成した諸草案には欠

陥の定義規定がなかった750 国務院が国家技術監督局により起草された

草案を審査、修正して立法機関である全国人民代表大会常務委員会に提

出した草案には、「本法において欠陥とは、製品に他人の財産、人身の

安全に危害を及ぼす不合理な危険が存在することをいう」と規定してい

たが76、立法機関における審議の際に安全基準による欠陥の判断に関す

る内容が加えられ、現在のような規定になったのである。

3 欠陥の判断における[安全基準」の位置付け

製品品質法が「安全基準」を欠陥の判断基準として明記したことによ

り、欠陥の有無の判断と「安全基準jとの関係が問題となる。すなわち、

安全基準に適合していない製品は直ちに欠陥製品と判断できるか、安全

基準に適合している製品でも欠陥製品と認定できるかである。これにつ

いては、立法機関による明確な解釈がなく、学説も分かれている。

以下においては、欠陥と安全基準との関係についての外国の法律と学

説を参考に、欠陥の判断における「安全基準」の位置付けについて検討

したい。

(1)諸外国における「安全基準jの位置付け

製品品質法が欠陥の定義規定に安全基準を盛り込んだのは、アメリカ

の判例法を参考にして、実務における欠陥の認定を便利にするためだと

説明されている770

アメリカ統一製造物責任モデル法(以下、モデルj去という)78第108条

は、欠陥と安全基準との関係について次のように定める。「損害を惹起

する製造物の特性が、製造時において、設計または製造に関する法律上

の規制基準または行政取締上の安全基準に合致していたときは、その製
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造物は、第104条 [BJ項79に定める欠陥がないものとみなす。もし、基

準が警告または指示に関するものである場合には、第104条 (CJ80項ま

たは第105条 (AJ項81に定める欠陥がないものとみなす。ただし、請求

者が、合理的に思慮深い製造物の売主ならば追加的な損害予防措置をと

ることができ、かつ、とったであろうことを証拠の優越をもって立証し

たときは、この限りではないJ(108条A項)、「損害を惹起する製造物の

特性が、製造時において、設計または製造に関する法律上の規制基準ま

たは行政取締上の安全基準に合致していなかったときは、その製造物は、

第104条 (B]項に定める欠陥があるものとみなす。もし、基準が警告

または指示に関するものである場合には、第104条 (CJ項または第105

条 (AJ項に定める欠陥があるものとみなす。ただし、製造物の売主が、

当該事情の下ではその基準に合致しなかったことが合理的に思慮深い行

為に当たることを証拠の優越をもって立証したときは、この限りではな

いJ(108条B項)。

このように、モデル法は、製造物が安全基準に適合していると欠陥が

たいkみなし、また、安全基準に適合していないと欠陥があるとみなす

とするが、証拠によっては、これを覆し、欠陥を認定または否定するこ

とができるとしており、安全基準に適合しているか否かと欠陥の有無と

を区別しているといえる。

これに対して、第3次不法行為法リステイトメント 4条は次のように

規定する。「製品が、関係する製品安全の立法もしくは行政規則に適合

していないことは、その立法もしくは規則が減少させようとしている危

険に関して、当該製品を欠陥ならしめるJ(a項)、「製品が、関係する

製品安全の立法もしくは行政規則に適合していることは、その立法もし

くは規則が減少させようとしている危険に関し、当該製品が欠陥である

か否かを決定する際、適正に考慮される O ただし、法律問題としては、

適合しているからといって、製品の欠陥の認定を妨げるものではない」

(b項)。このリステイトメントは、安全基準に適合している製品でも

欠陥製品でありうるとするのは、モデル法と同じ立場をとっているが、

安全基準に適合していない製品については、モデルj去のように場合に

よっては欠陥を否定できるとはせず、安全基準への不適合そのものを欠

陥としているといえる O
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EC指令は、製造者が製造物を公的機関が定める強制的な基準にした

がって製造したことにより欠陥が生じた場合には、免責されるとするが

( 7条 d号)、これは、国が製造者に対して、法律上一定の厳格に規定

された製造方法を強制し、製造者は定められた方法に従うほかはない場

面のことであり、製造物が普通の技術基準や法律上の安全基準に合致し

ていることは、製造物の欠陥を否定し、免責される根拠にはならない820

日本の製造物責任法は、欠陥と安全基準との関係について定めていな

いが、解釈上および実務上では、安全基準は欠陥判断における重要な考

慮事情のーっとなっている。しかし、行政上の安全基準は、製造物の製

造、販売に際して充足すべき最低基準を定めた取締規定であり、民事上

の製造物責任とは意義、目的を異にしているものであるため、その安全

基準への適合不適合と欠陥の存否の判断は必ずしも一致するものではな

く、安全規制に適合した製造物の事故についても、欠陥が認められ、製

造者の製造物責任が追及されることがありうるし83、製品が安全基準に

適合していなかった場合には、製品の欠陥が認められることが多いとい

えるものの、事情によっては、欠陥が認められないこともありうるとさ

れる840

( 2 )製品品質法における「安全基準」の位置付け

上記のように、各国において安全基準は欠陥の定義規定の中で定めて

おらず、したがって、安全基準は欠陥の要件ではなく、欠陥の判断にお

けるー要素となっており、安全基準への適合不適合を欠陥の存否と区別

するのが一般的であるといえる。これに対して、中国の製品品質法は、

安全基準を欠陥の定義規定に明記したことにより、安全基準が欠陥の判

断要素ではなく、欠陥を判断する直接的な基準になっているといえる。

製品品質法の欠陥の定義について、国家技術監督局は、「製品が身体

の健康または人身、財産の安全を保障するための国家基準、業界基準が

定める安全、衛生規準に適合していないときは、欠陥ある製品とする。

製品が社会において一般的に認められる安全性を有しないときも、欠陥

ある製品とするjと解釈するお。この解釈の前段は、安全基準に適合し

ない製品は欠陥製品であるとするのは明らかであるが、後段は、当該製

品に安全基準があり、その安全基準に適合しでも「社会一般に認められ

北法54(6・465)2477
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る安全性Jを有しないと欠陥であるとするのか、それとも安全基準がな

い製品だけについて「社会一般に認められる安全性」に適合しているか

否かによって判断することを意味するかは判然としない。

この問題については、製品に安全基準がある場合には、安全基準をもっ

て欠陥の存否を判断し、安全基準がない場合にのみ、「社会一般に認め

られる安全性jを基準として欠陥を判断するとの見解と節、安全基準が

ある製品についても「社会一般に認められる安全性」を基準として判断

するべきであり、安全基準に適合することは欠陥製品ではない証明には

ならないとの見解に分かれている870

製品品質法が「安全基準jを欠陥の判断基準として明記したことにつ

いては、一部の学者が、欠陥を「不合理な危険jとする46条前段の規定

と矛盾するとして、その削除を主張するが鈴、多くの学者は、この規定

は安全基準に適合する製品についても欠陥製品であると判断する可能性

を排除しておらず、安全基準を欠陥の判断基準とすることで、被害者が

欠陥を証明することが容易となり、裁判所が欠陥を認定するにも便利で

あるとして、おおむね肯定的である890

しかし、筆者には、製品品質法が安全基準を欠陥の定義規定に明記し、

欠陥の要件とするのは妥当ではなく、誤解が生じやすいため、欠陥の定

義規定から削除することが望ましいと思われる。そして、現在の法律の

下では、解釈により、安全基準は欠陥を判断する直接的な基準ではなく、

欠陥の判断における考慮するべき諸要素の中の一つであることを明確に

することが重要であると考える。

すなわち、安全基準への適合不適合は、欠陥の存否を主張する有力な

理由にはなりうるが、欠陥の存否を証明する直接的な根拠にはならず、

製品が安全基準に適合することを製造者側が証明しても、それだけでは

欠陥の不存在の証明にはならない。被害者は、安全基準に適合する製品

についてもその安全基準に不備があり、当該製品に「社会一般に認めら

れる安全性」を欠く「不合理な危険jが存在することを証明すれば、「欠

陥」そのものを証明したこととなり、裁判所もその「不合理な危険Jを

もって欠陥を認定できる。

また、安全基準に適合していない製品は、多くの場合実際にも欠陥製

品でありうるが、論理的には安全基準への不適合と欠陥とは異なり、安

北法54(6・464)2476 
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全基準に適合しないことは欠陥を推定する根拠にはなっても、欠陥を直

接認定する根拠にはならないはずである O ある製品が欠陥製品であるか

否かは、安全基準を含む当該製品にかかる諸事情を総合的に考慮して、

当該製品が「不合理な危険jを有しているか否かによって判断されるべ

きである O

このように、安全基準を欠陥の要件ではなく、欠陥を判断する諸要素

のーっと位置付けることにより、被害者は安全基準に適合する製品につ

いても欠陥の存在を主張できる一方、安全基準への不適合を主張しでも

欠陥が認められない可能性はあるが、安全基準に適合していないのに欠

陥が認められないのはあくまでも極めて例外的な場合であろうし、また、

そのような場合にはたとえ「欠陥」を認定しでも、実際には「欠陥jと

損害との因果関係が認められないことになりうるから、そのような場合

まで欠陥を認めるのは妥当ではないと思われる O

製品品質法が安全基準を欠陥の定義に明記することにより生じうるも

う一つの問題は、安全基準への不適合が責任要件となって、安全基準が

ある製品については、その欠陥を証明するためには、安全基準に適合し

ていないことを証明しなければならないことである。一般的に、安全基

準は具体的で明確なものであるため、安全基準への不適合をもって欠陥

を証明するのは、様々な要素の複雑な考量を経て、抽象的な「不合理な

危険性」を証明するより容易であるといえる。しかし、事案によっては、

被害者が欠陥を証明するため、事故製品に安全基準があるか否か、どの

ような安全基準がどこにあるかを調べ、製品がどのように安全基準に適

合していないかを証明するのは、必ずしも「不合理な危険性jを証明す

るより容易ではない。危険が明白で、一般人の常識によっても欠陥で、あ

ることが判断できるような場合には、安全基準を用いないほうが被害者

の救済に有利であろう O

中国では、民法通則122条および製品品質法の製造物責任規定により、

無過失責任(欠陥責任)としての製造物責任が法律上はすでに確立され

たといえる。ところが、民法通則122条が「欠陥Jではなく「品質の不

合格」という用語を使用し、製品品質法制定後も122条と製品品質法を

同時に適用するため、裁判実務においては製造物責任の要件を「品質の

不合格jと解して、「品質不合格jと「欠陥」とを区別せず、「品質不合

北法54(6・463)2475
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格j製品については損害賠償責任を認めるが、「品質合格jの製品につ

いては「欠陥」製品ではないとして責任を認めないことがある。

例えば、ガス湯沸器に不完全燃焼の際の自動保護装置がなかったため

起った一酸化炭素中毒事故について、事故当時の安全基準では、自動保

護装置の取り付けが要求されなかったため、裁判所がガス湯沸器は合格

製品であるとして、被害者の損害賠償の請求を認めなかった事例がある

一方仰、自動保護装置が義務付けられてから起った事故については、自

動保護装置がないのは不合格製品であるとして、損害賠償を認めた事例

がある910

安全基準への適合不適合と欠陥の有無とは必ずしも一致するものでは

なく、安全基準に適合しでも不相当に危険な製品については欠陥を認定

し、製造者の損害賠償を認めるべきである。製品が欠陥と評価されるの

は、安全基準に適合しないからではなく、不合理な危険性を有するから

であり、裁判所が単に安全基準により欠陥の有無を判断するのは妥当で

あるとはいえない。

このような裁判実務の現状では、製品品質法が「安全基準jを欠陥の

定義に明記したことにより、欠陥であるか否かを「不合理な危険性jの

有無ではなく、安全基準への適否により判断する可能性は否めず、欠陥

の概念および欠陥の判断についてのこのような誤解をなくすためにも、

製品品質法の定義から「安全基準」を削除することが必要であろう。

(3 )民法典草案・民法典試案における安全基準の位置付け

「社会科学院案」は、製品の安全性に関する国家規準と業界基準は欠

陥の有無を判断する基準にはならないと、製品品質法の欠陥の定義規定

の問題点を指摘し92、欠陥を「製造物に他人の人身、財産の安全を脅か

す不合理な危険が存在すること」と定義し93、製品品質法のように安全

基準による欠陥の判断を明記しない。「人民大学案jは、「欠陥とは、製

造物に人身、他人の財産の安全を脅かす不合理な危険が存在することを

言う。製造物に身体の健康、人身、財産の安全を保障するための国家基

準、業界基準がある場合は、当該基準に適合していないことをもって欠

陥が存在することと看倣すjと規定して、製品品質法と同じように安全

基準を欠陥を判断する直接的な基準とするが、また、 r1ElL、当該蒸準
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が製造物に欠陥が存在しないことを保障できるものではないことを証明

できる場合は、この限りではない」と規定して、安全基準に適合する製

品でも欠陥ある製品と認定されることがありうるとする。「全国人大草

案」は、欠陥の定義規定を設けておらず、欠陥の定義については製品品

質法の規定をそのまま用いることとなる940

[人民大学案jの欠陥の定義の但し書きは「全国人大草案Jと異なる

が、安全基準を欠陥の直接的な判断基準と位置付ける点においては同じ

であり、前述のような理由により「人民大学案」と[全国人大草案jの

定義規定は妥当ではないと思われる。そして、「社会科学院案Jの規定

は、製品品質法の規定の不備を見直して安全基準を欠陥の判断基準とし

ておらず、妥当であると思われる。

第2節欠陥の判断

製造物責任法における欠陥概念は、本来的に一定の価値判断を伴うも

のであり、その価値判断における判断基準と判断要素をどのように定め

るかが重要な問題となる950 しかし、中国では欠陥の判断基準と判断要

素に関する研究がほとんど展開されておらず、この問題に関する諸外国

の法律と学説は、中国における同問題の研究と実務に大いに参考になる

と思われる。このような考えに基づいて、以下においては欠陥の判断基

準と判断要素について、日本など外国の法律と学説を参考に検討したい。

l 欠陥の判断基準

(1)標準逸脱基準

標準逸脱基準は、製造物がその通常の状態から逸脱していた場合にお

いて、欠陥の存在を認定しようとする考え方である960

したがって、何をもって、製造物の通常の状態と理解するのかが問題

となるが、アメリカ第3次不法行為法リステイトメントは、「製品がそ

の意図された設計から逸脱しているjことを製造上の欠陥として97、製

品の意図された設計を製造物の通常の状態であるとし、それからの逸脱

を欠陥と捉えている。

そもそも、製造上の欠陥事例は、製造者が設計上意図したところと異
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なる製品が製造された場合であるから、問題となった製品をその製品の

設計や仕様あるいは同ーの設計や仕様によって製造された他の製品と比

較することによって、その製造物が欠陥製造物であるか否かを判断する

ことができるといわれており 98、アメリカでは、製造物が設計や仕様か

ら逸脱している事実そのものが責任基準としての欠陥を構成するものと

解されている990

しかし、製造物が設計や仕様から逸脱していても、その逸脱によって

製造物の安全性が失われていないか、または欠陥であると判断されるほ

どの危険性を有しないこともありうるから、標準からの逸脱そのものを

欠陥とするのは、厳密にいうと妥当ではないと思われる。欠陥は製造物

が本来の設計や仕様から逸脱していることだけではなく、他の諸考慮事

情とともに総合的に判定されるべき性質のものであり 100、そして、製造

物の標準逸脱そのものを欠陥として構成するのではなく、標準逸脱を

もって製造物が「通常有すべき安全性」を欠如しているものと推定する

のがより妥当であると思われる。すなわち、製造物の標準逸脱をもって

欠陥判断の前提となる安全性の欠如を推認させる事実と構成L-.その逸

脱によって実際に事故が生じた場合には、欠陥を認定できるとするべき

である1010

標準逸脱基準により欠陥の有無を判断する際、製造者の意図より逸脱

したことが原因で事故が生じた場合には、これをもって製造物の欠陥と

判断することができるが、逆に、製造者の意図とおりに製造された製品

であれば、欠陥はないと判断されるわけではない。製造者の設計が行政

上の安全規制ないしその社会的に相当とされる安全性の水準に達してい

ない場合は、設計上の欠陥があると判断されることがありうる。

製造物責任における厳格責任を最初に確立したアメリカ第2次不法行

為法リステイトメントが成立する当時は、製造物責任事件の大部分を占

めているのが製造上の欠陥であったが、現在に至っては、製造物責任の

中心的な問題が、設計上の欠陥ならびに表示・警告上の欠陥になってお

り102、標準逸脱基準により欠陥を判断することの意義は減少Lたと思わ

れる。また、日本においても製造物責任が問題となるのは製造上の欠陥

より設計上の欠陥および指示・警告上の欠陥であり、製造上の欠陥はそ

の判断も容易であるため、標準逸脱基準はあまり重視されていないよう
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に思われる。

これに対して、中国では、依然製造上の欠陥が欠陥製品の大半をしめ

ており 103、標準逸脱基準により欠陥を判断することの意義は日米などの

先進国より大きいといえる。標準逸脱基準による欠陥の判断は、複雑な

価値判断を介在せず、直接に行なうことが可能な場合が多いため、原告

が欠陥を主張しやすく、製造上の欠陥による被害が多い中国では、裁判

実務に積極的に取り入れて、欠陥についての被害者の証明責任の軽減に

活用するべきであると思われる。

標準逸脱基準は、製造上の欠陥の判断には妥当するが、製造物責任の

中心的な問題である設計上の欠陥および指示・警告上の欠陥の判断には

妥当しない。すなわち、設計上の欠陥と指示・警告上の欠陥の場合は、

製品は製造者が意図した設計や仕様に従って製造されており、指示や警

告も意図どおりになされているため、直接的に欠陥の有無を判断できる

基準がなく、設計仕様や指示警告自体が適切であったか否かという価値

判断が介在せざるを得ない。そして、このような価値判断を行なう際の

基準として、消費者期待基準と危険効用基準が提唱されている。

( 2 )消費者期待基準

消費者期待基準は、アメリカ第2次不法行為法リステイトメント402

A条において提示された欠陥の判断基準であるが刷、製造物が通常の消

費者が期待する安全性を欠く場合、すなわち、通常の消費者が予期する

以上に危険なものである場合に、欠陥が存在するとする考え方である。

消費者期待基準は、アメリカで最も広く適用されていたが105、次のよう

な問題点が指摘されていた106。①消費者期待基準は、その期待の内容を

「通常の消費者Jの期待とするが、実際には、陪審員や被害者などの特

定の者の主観的な知識を基準として、消費者の期待を判断する傾向があ

る、②高度な科学的知識に基づく判断が要求される製造物の場合には、

消費者の安全性についての期待が不明確なため、期待の程度は、専門家

の証言によらざるを得ず、このような期待は、「通常の消費者」の期待

とはいえない、③明白な危険を有する製造物の場合には、消費者は安全

性を期待することができず、消費者期待基準によっては欠陥の存在を肯

定できなくなる 1070
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そして、第3次不法行為法リステイトメントにおいては、危険効用基

準が設計上の欠陥と指示・警告上の欠陥の判断の判断基準と採用され、

消費者の期待は、危険効用基準による欠陥の判断における考慮要素の一

つになっている1080

EC指令は、製造物の欠陥は、「一般人によって正当に期待されうる安

全性の欠如を基準として決定されるべきであるJ(前文第6文節)とし
て、製造物は、「人が正当に期待しうべき安全性を備えていないときに、

欠陥があるものとするJ(6条 l項)としている O ここでいう「一般人」

とは、「一般消費者」と理解でき、 EC指令は欠陥の判断において、消費

者期待基準をとっているといわれている1090 そして、安全性期待の主体

は、具体的な事例での被害者でもなく、消費者団体でもない、「一般平

均人」であり、欠陥の有無は、「一般平均人正当期待度」を基準として

判断されることになる1100

日本においては、立法前のいくつかの立法案、立法提案が、消費者が

期待する安全性を備えているか否かを基準として欠陥を判断するよう提

案L1:'が111、製i告物責任法は、「当該製造物の特性、その通常予見され

る使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当

該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠

いていること」を欠陥として、欠陥の判断における考慮、要素を示しただ

けで、判断の基準となる主体は明示されていない。製造物責任法に関す

る国民生活審議会消費者政策部会の最終報告は、「欠陥を判断する際に

基準とすべき主体については、製造者、消費者も含めた社会にあるべき

期待の内容を具現するという意味で[通常人jとするべきである」とし

ており 112、日本の製造物責任法は、消費者の期待を独立した欠陥の判断

基準としていないようにも思われる。ただし、法律が欠陥の判断基準を

「通常有すべき安全性を欠いていること」という極めて抽象的で中立的

な基準にしているから、解釈上は消費者期待基準につなげることも可能

であり、学説上は、消費者(一般的合理人)期待基準の採用を支持する

意見が有力に主張されている1130

中国の製品品質法は、欠陥を「不合理な危険を有すること」と極めて

抽象的に定義し、日本法と同じように判断の基準となる主体は明示して

いないから、解釈論としては、欠陥の判断において消費者期待基準を採
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用することが可能であり、また、製品品質法が「安全基準」による欠陥

の判断を明記したのも、消費者期待基準の採用を妨げることにはならな

いと思われる。

( 3 )危険効用基準

危険効用基準は、製造物の有する危険性と有用性とを比較し、危険性

が有用性を上回る場合において、欠陥の存在を肯定する考え方である1140

すなわち、製品の効用が大きく、その危険を避けようとすると、効用が

害されるか過大な費用を要する場合には、たとえその製品が事故の原因

となったとしても、欠陥があるとはいえないとする。

危険効用基準を実際に適用しようとする場合、まず問題となるのは、

製造物の危険と効用を比較考量するにあたって、どのような要素を考慮

するべきであるかということである。欠陥の判断において考慮すべき要

素は事例によって異なるため、すべての考慮要素を統一的あるいは網羅

的に列挙することはおよそ不可能で、あるといえるが、アメリカでは、危

険効用基準における考慮要素の基本となるのが、ウェード教授が提示し

た次の七つの要素で、ある1150①製品の有用性と必要性 使用者および公

衆一般に対する効用、②製品の安全性一製品が損害を引き起こす蓋然性

およびその場合の損害の予想される重大性、③同じ需要を満たし、より

危険ではない代替製品の入手可能性、④その効用を害することなしに、

またはその効用を維持するのに過度の費用をかけることなしに製品の危

険性を除去する製造者の能力、⑤製品の使用にあたって注意を払うこと

によって危険を回避できる使用者の能力、⑥製品の明白な状態について

の一般公衆の知識、または適切な警告や指示により、製品に内在する危

険について使用者が認識する可能性およびその危険の回避可能性、⑦製

品の価格または保険により損失を分散することの可能性。

アメリカでは、危険効用基準は消費者期待基準と並立する欠陥判断基

準として採用され116、一部の州では、第一次的に消費者期待基準により

欠陥を認定し、それで欠陥を認定できなかった場合には第二次的に危険

効用基準により欠陥を判断していたが117、第3次不法行為法リステイト

メントは、製造上の欠陥については標準逸脱基準により判断し、設計上

の欠陥と指示・警告上の欠陥については危険効用基準を採用しており、
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消費者の期待は独立した欠陥判断基準ではなくなっている。

EC指令は、欠陥の判断において消費者期待基準を採用しており、危

険効用基準は、製造者側の論理であり、消費者期待基準との対極である

として批判されている118。

日本の製造物責任法は、欠陥の判断基準について明確な規定をしてい

ないが、学説上は、危険効用基準について肯定的な意見もあるし119、批

判的な意見もあるが120、多数を占めているのは、危険効用基準と消費者

期待基準を組み合わせた基準(危険効用基準をもって一般的な消費者の

期待の判断基準とするもの、消費者期待基準を基本にしつつ危険効用基

準を総合判断のー要素として加えるもの、など)を提唱する折衷説ない

し併用説である1210

中国の製品品質法は、欠陥の判断基準については明記していないが、

学説上は、危険効用基準をもって欠陥の判断基準とする主張がある1220

ただし、中国における欠陥についての議論は基本的には製品品質法の条

文自体に対する簡単な解釈にとどまっており、法律の条文に明示されて

いをい!欠陥の判断基準については、具体的な検討が行なわれていないの

が現状である。

(4 )消費者期待基準と危険効用基準との関係について

以上のように、欠陥の判断基準として、製造上の欠陥については標準

逸脱基準が提唱され、設計上の欠陥と指示警告上の欠陥については、消

費者期待基準と危険効用基準が提唱されているが、標準逸脱基準により

製造上の欠陥を判断することは、基本的には異論がなく認められており、

問題は消費者期待基準と危険効用基準との関係であるといえる。

アメリカでは、危険効用基準を基本にしつつ消費者期待基準を危険効

用基準による欠陥の判断における考慮要素のーっとしており、 EC指令

は消費者期待基準を採用しているが、 ECでも欠陥の判断において危険

効用分析の方法を用いるべきだという見解が主張されており 123、実際に

何が消費者の期待 (f一般平均人の正当な期待J)かを判断するときは、

危険効用基準において考慮される諸要素を絶対に排除することはないと

思われる。たとえば、消費者期待基準を採用する場合、製品の価格によっ

て期待される効用と容認できる危険の程度が違うことがあるし、代替的
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設計の可能な製品であるか否かによっても安全性に対する期待が違うこ

とがありうるが、これらは危険効用基準においても考慮されるものであ

るO また、すでに言及したように、日本では消費者期待基準と危険効用

基準を組み合わせる併用説が主流である。

製造物責任法の本来の目的は消費者の保護を強化することであり、消

費者期待基準は本質的にこの目的に適しているといえる O しかし、消費

者期待基準における「消費者の期待」は、観念的で不明確であるため、

実際に欠陥を判断するには具体性を欠き、客観的な評価が難しい。一方、

危険効用基準は、より具体的な判断要素により欠陥を客観的に判断する

ことができるが、その掲げる要素は、その証明のための資料のほとんど

が製造者側にあり、危険効用基準により欠陥を判断することとなると、

消費者は明らかに不利となるため、公正で、はなく、危険効用基準は、結

局、製造者側に有利な論理であるといわれるのである1240

そこで、筆者は、日本で提唱されている消費者期待基準と危険効用基

準の併用説が、上記のような両基準の問題点を解決でき、中国における

欠陥の判断基準の理論に取り入れるべきであると考えるO つまり、消費

者期待基準は、欠陥の有無を判断する基準というよりは、様々な要素を

考量する過程で、各要素の評価を消費者の立場に立って行なうという、

評価の基本的な立場を示すものと考えるべきであり 125、危険効用基準は、

それを独立した判断基準とするのではなく、その判断要素を、製造物の

安全性に対する消費者の期待値を定めるための考慮要素とするべきであ

る126

このようにすることにより、消費者期待基準の立場を維持しつつ、客

観的、合理的に欠陥の有無を判断することができるのではないかと考え

るO

2 欠陥の判断要素

(1)欠陥の判断要素の法律上の扱いについて

各国の製造物責任法は欠陥の定義規定を設けているが、これらの規定

は高度に規範的かつ抽象的であるから、ある製造物が欠陥製造物である

か否かを判断するためには、その製造物にかかる諸般の事情を総合的に

考慮するしかない。製造物の欠陥の判断を適正に行ない、法適用の安定
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性を確保するためには、できるだけ考慮要素を明確にすることが必要で

あるが、そうであるからといって、考慮するべき要素を法文上多く明記

すると、それらが原告が証明すべき法律要件となり、被害者の立証負担

が過大になり、製造物責任法の最大の目的である被害者の迅速かっ適切

な保護を図ることができなくなってしまうことが懸念される問。

欠陥の判断要素を法律に明記するか否かについて、日本では、できる

だけ多数の事情を考慮するべき要素として明記するべきであるとする産

業界の要望と 128、考慮要素を多く明記することに批判的な消費者側の意

見が対立していたが、製造物責任法は、このような対立する立場の要請

の調整を図って、欠陥判断の考慮要素の重要性、共通性、中立性などを

考慮、して129、「当該製造物の特性」、「その通常予見される使用形態」、「そ

の製造業者等が当該製造物を引き渡した時期Jの三つを列挙し、これら

の事情および「その他の当該製造物にかかる事情」を考慮、して当該製造

物の欠陥を判断するとしている(2条2項)。

EC指令は、欠陥を判断する際の考慮すべき事情として、「その製造物

の妾示j、「ヂの製冶物の合理的に予期されうる使用|、「その製造物が流

通に置かれた時期」を例示している oEC指令と比べると、日本の製造

物責任法は、「製造物の表示」の代わりに「製造物の特性Jを定めてい

るが、立法関係者は、「製造物の特性jの中には「製造物の表示jも含

まれると説明しており 130、EC指令と実質的には変わらない旨の理解を

示しているO

中国の製品品質法は、欠陥の判断要素を定めておらず、立法過程及び

立法後も、欠陥の判断要素についての検討はほとんど見られない。しか

し、法律に明記されているか否かにかかわらず、欠陥の判断は当該製造

物に係る諸事情を総合的に考慮して行なわなければならないことはいう

までもない。そして、 EC指令と日本の製造物責任法が定める欠陥の判

断要素は、中国における製造物の欠陥を判断する際にも同様に考慮され

るべきものであり、日本における欠陥の判断要素についての研究は、こ

のような研究が展開されていない中国にとって大きい参考の価値がある

と思われる。

このような考えから、以下においては、中国の事情を念頭に置きなが

ら、欠陥の判断要素について、日本における議論を中心に検討すること
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にしたい。

( 2) r製造物の特性Jについて
イ 「製造物の特性」を考える視点

個々の種類の製造物はそれぞれの特性があり、製造物の欠陥を判断す

る際には、このような特性を考慮しなければならない。日本では、欠陥

の判断において考慮するべき「製造物の特性」として、「製造物の効用・

有用性J(危険との比較考量)、「製造物の表示J(事故を防止するための

指示・警告など)、「製造物の価格対効果J(同価格帯の製造物の安全性
の水準との関係)、「製造物の通常使用期間・耐用期間」、「被害発生の蓋

然性とその程度jなどが挙げられている 131。これらは、欠陥の判断にお

いて考慮されうる事情ではあるが、しかし、そのほとんどは、その本来

の性質と情報の偏在などから、製造者しか知り得ない被害者が証明する

のが困難なものであるため、実際の事案において欠陥を判断する際には、

消費者の保護という製造物責任法の目的に即して、製造者の立場ではな

く、消費者の立場に立って、これらの判断要素を解し、考慮することが

重要であると考える。

すでに述べたように、筆者は、欠陥の判断においては、消費者期待基

準の立場に基づいて、危険効用基準における諸判断要素は、製造物の安

全性に対する消費者の期待値を定めるための考慮要素とするべきである

と考えている。この立場から、本来は製造者側の事情である上記の「製

造物の特性jの諸事情は、消費者に理解された事情にならなければなら

ないと考える。すなわち、これらの諸事情は、消費者が製造物を購入、

使用・消費するか否かを決めるために考慮できる状態になっていなけれ

ば、製造者がこのような「製造物の特性」をもって製造物の欠陥を否定

することは認めるべきではない1320

たとえば、「製造物の価格対効果jは、欠陥の判断要素となりうるが、

ある価格帯の製品の安全性がそれより上の価格帯の製品に劣ることが、

製造者側から見れば、「価格対効果jの関係で合理性があり、製造業者

にとっては常識であっても、それが消費者に認識されておらず、社会一

般人の常識にはなっていない場合には、このような「価格対効果」は欠

陥を否定する根拠にはならない。また、「製造物の効用と危険」の比較
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考量が必要なことがあるが、ある薬品に副作用がある場合、使用者がそ

の危険性と有用性を比較考量できるほど、その薬品の性質が使用者に認

識されていない場合には、その効用が危険性より大きく、社会的に有用

であることをもって欠陥を否定することはできないはずである。

ロ 「製造物の表示」

製造者は、「製造物の有用性と危険性J、「製造物の価格対効果」、「製

造物の使用期間・耐用期間j、「被害発生の蓋然性とその程度」などを考

慮して製品を製造することになり、製造物の欠陥を判断する際にもこの

ような事情が考慮されることがありうるが、このような事情は本来は製

造者側の事情である。しかし、製造者は、製造物を製造する際このよう

な事情に対する「消費者の期待jを考慮しなければならない。また、製

造者がこのような事情をもって欠陥を否定するためには、これらの事情

が消費者に認識されていなければならないが、そのために欠かせないの

が「製造物の表示」である。

日本の製造物責任法は、「製造物の特性Jを欠陥の判断要素として定
め‘「事9i告物の秦示|は、「製造物の特性|のーっと解されているが、

EC指令は「製造物の表示jを三つの欠陥の判断要素のーっとして明記

しており、日本の製造物責任法の「製造物の表示」に含まれるとされる

諸事情は、欠陥の判断要素となっていない1330

中国の製品品質法は、欠陥の定義規定には、欠陥を判断する際の考慮

するべき要素について定めていないが、その27条、 28条において、製造

物についての製造者の表示義務を定めており 134、欠陥を判断する際には

このような「製造物の表示」が考慮されるべきであると思われる O

(イ)I製造物の表示jの意義

「製造物の表示Jは、欠陥の判断において重要な意義がある。その意

義は次のように理解できると思われる。

まずは、すでに言及した「製造物の特性」の諸事情を、製造者側の事

情(意図、考量)から消費者側の事情(認識、期待)に変える機能であ

る。製造者がなす「製造物の表示」は、消費者がある製造物を使用する

か否かを決めるに足りる程度の表示(製品の一般説明、特性の指摘、使

用方法、注意事項など)でなければならない。

次は、危険回避の機能であるO 現代社会の製品は、特に製品に表示・
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警告を付しなくても、製品の外形から十分な情報が表示・伝達される伝

統型の製品より、製品の用途、機能、構造およびその使用方法、危険性

とその回避方法などが利用者にとっては明らかではなく、それらの情報

を製造者などがもっぱら保有している現代型の製品が主たるものであ

る1350 このような現代型製品の安全な使用のためには、製品に関する説

明、指示・警告などの表示が不可欠である。多くの製造物は、特定の有

用性をもっていると同時に、ある程度の危険性をも内在しており、この

ような製品については、その危険な性質による事故を防止するための指

示・警告の表示や使用説明と製造物自体とは一体となっており、このよ

うな「表示」が欠如すると、製造物に欠陥(製造上あるいは設計上の欠

陥)がなくても、「表示・警告上の欠陥」がある製造物と評価され、製

造者は製造物責任を負うこととなる。

(ロ)表示・警告の適否の判断基準

「製造物の表示」は、それが適切で、あるか否かによって、製造物の欠

陥の有無が左右されるのであるが、「表示」が適切で、あるか否かは、個々

の種類の製品の性格によって、ケース・パイ・ケースで判断されるべき

であるから、すべての製品について、すべての場面に適する判断基準も

しくは判断要素を列挙するのは不可能である。そして、各国の製造物責

任法は、「製造物の表示Jの評価基準については明記しないのが一般的

である O

しかし、アメリカでは、欠陥を製造上の欠陥、設計上の欠陥、指示・

警告上の欠陥に分類するのが判例法上一般化されているため、指示・警

告 (1製造物の表示J)が適切であるか否かを判断する際の考慮要素につ

いても、より具体的に示されている O アメリカ「統一製造物責任モデル

法」は、製造物に付された指示・警告が適切であるかを判断するための

考慮要素として、①製造者の製造物の危険性および発生可能な損害に対

する認識能力、②使用者による製造物の危険性および発生可能な損害に

対する認識能力についての製造者の予期能力、③適切な警告・指示を与

える技術的および実際的可能性、④警告・指示の明確さ、⑤警告・指示

の適切さを挙げている(104条C)。

そして、警告が十分で、あると評価されるためには、一般的に、①製品

の使用中どんな危険に遭う可能性があるかを知らせること、②その危険
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を避けるための方法を説明すること、③警告に従わないことの結果を説

明することが必要であるといわれている1360

ところが、第3次不法行為法リステイトメントは、「製品の警告およ

び指示の適否を評価できる易しいガイドラインは存在しないjとして、

指示・警告上の欠陥の判断要素について明示していない1370

結局、指示・警告の適否を判断する画一的な基準ないし方法を提示す

ることは不可能であり、そのような基準を求めることには、あまり実益

がないと思われる。ただし、一般論としては、次のようなことが重要で

あると思われる O

まず、指示・警告が必要であるか否かは、単なる製造者側の認識では

なく、製品の有する危険性に対する消費者の理解程度及び被害防止能力

の如何により判断されるべきである、ということである。たとえば、一

般的に「明白な危険jを有する製品について、製造者は指示・警告の義

務を負わす、、その製品の使用者が高度な注意義務を負うこととなるが138、

何が「明白な危険jであるかは、製造者にとっては「明白な危険jであっ

ても、消費者にとっては必ずしもそうではなく、指示・警告が必要とさ

れることがありうる。そして、このような危険について、それが「明白

な危険jであるといって、指示・警告を不用とするのは妥当ではない。

次に、製造者のなす指示・警告は、その内容が消費者に正確に理解さ

れるようになっていなければならない、ということである。製造者が製

造物の危険性およびその回避方法について表示したとしても、その表示

が消費者に正確に理解されるようになっていなければ、その表示は不適

切な表示であり、表示の義務を呆たしたとはいえない。たとえば、指示・

警告があまり抽象的で暖味であるため、具体的な危険の防止には役に立

たない場合、反対に、指示・警告が多すぎて、かえってその内容が一般

消費者として理解しにくくなっている場合には、指示・警告による免責

は認めるべきではない。

(ハ)r製造物の表示・警告」が問題となった裁判例
中国では、欠陥の判断における「製造物の表示」の意義についてあま

り検討されておらず、裁判実務においては、不当に製造者の責任を認め

たり、責任を免除したりすることがある。

事例一。
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浴室でガス湯沸器を使用中、一酸化炭素中毒により死亡した事件で、

当該湯沸器には不完全燃焼防止装置がなく、使用方法および不完全燃焼

によるガス中毒の防止について適切な指示・警告もなかったが、裁判所

は、当時はガス湯沸器に不完全燃焼防止装置の取り付けが要求されてお

らず、当該製品は国家基準に適合する合格製品であり、ガス湯沸器に不

完全燃焼の危険があるのは周知のことであり、事故の原因は通風性が悪

い浴室で長時間使用したことにあるとして、被害者の損害賠償請求を認

めなかった1390

このような事例においては、まず、製品が当時の安全基準に適合しで

も、不相当に危険である場合には欠陥を認定するべきであり、安全基準

に適合するとして欠陥を認定しないのは妥当ではない。そして、製造者

が製品の危険性と危険防止のための適切な指示・警告をしなかったこと

をもっても欠陥を認めるべきであると思われる。製品を使用する際被害

者に誤使用など過失があっても、それは過失相殺の問題であり、製品自

体の欠陥を否定するものにはならないはずである。

事例二。

自動車が石塀に衝突したとき、エアバッグが作動しなかったため負傷

した事件で、裁判所は、製造者には、製品の安全な使用および製品の品

質、性能、使用方法、注意事項などについてユーザーに説明する義務が

あり、当該自動車の製造者にはエアバッグの効用および機能について漏

れなく正確にユーザーに告げる義務があったが、「ユーザーハンドブッ

クjの記載は不十分で、あり、エアバッグが作動する条件をユーザーに告

げていないことは「説明上の欠陥J(表示・警告上の欠陥)であるとし
て、製造者に損害賠償を命じた1400

この事例においては、原告が負傷したのはエアバッグが作動しなかっ

たためであるが、エアバッグが作動しなかったのは、衝突時作動条件に

達していなかったか、あるいは作動条件には達したがエアバッグに欠陥

があったためで、その作動条件の詳しい説明がなかったからではなく、

裁判所の判断が不当であるのは明らかである。製造物責任法でいう「表

示・警告上の欠陥jとは、製品に付された表示や警告が不適切であった

ために、その製品を使用するに当たり事故が生じたという場合の問題で

ある。エアバッグの作動条件の具体的な内容を告知することが、一般的
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には、自動車の安全運転に関わるものであるとは言えず、仮に「ユーザー

ハンドブックjに作動条件の具体的な内容を明記したとしても、事故を

防ぐことが可能であったとはいえないので、製造者にその説明の義務が

あるとして、その説明がないから欠陥があるとするのは妥当ではない。

(3) I通常予見される使用形態」について

すべての製品は、使用者に対して安全でなければならない。しかし、

現在社会に流通している製品は、すべて本質的には何らかの危険性を

もっており、絶対的に安全な製品はないといってもよいほどであるo 製

品はその使用の態様によって、ある用途の使用の場合には安全で、あるが、

違う用途の場合には危険な製品でありうるため、製造物に求められるの

は絶対的な安全ではなく、一定の範囲内における安全性である。したがっ

て、製造物の安全性をどの範囲の使用にまで求めるかは、ある製造物が

欠陥ある製造物であるか否かを判断する際の重要な考慮要素となる。

製造物に求められる安全性の限界について、日本の製造物責任法は、

製造物の「通常予見される使用形態!としており、 EC指令は、製造物

の「合理的に予見されうる使用Jとしている。表現こそ若干異なるが、

製造物は「合理的な使用Jの範囲において安全でなければならないとす

るのは同じであると思われる。

製造物の欠陥の判断において、「製造物の通常予見される使用形態J

を考慮することは、まず、製造物は通常予見される使用(合理的な使用)

の場合に安全な製品であれば足り、通常予見不可能な誤使用の場合には

危険な製品であっても、欠陥ある製品とは評価されないことを意味す

る1410 EC指令においては、製造者がそもそも予見しえない乱用や予見

しえでも社会的に通常ないし相当と評価されえない使用は、「合理的に」

は予見しえないものとして、このような使用の場合に製造物が不安全な

物であっても、欠陥製造物とはされない142。また、アメリカでも、製造

者の予期しない方法による製造物の誤使用によって損害が生じた場合に

は、製造者は賠償責任を免れることとなる1430

製造物の欠陥の判断において、「製造物の通常予見される使用形態」

を考慮する際に重要なのは、製造物は、製造物の製造者が予定(意図)

した使用・用途の場合のみならず、製造者が予定した使用・用途ではな
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くても、その製造物であれば通常予見される使用・用途の場合も、安全

でなければならないことである144。製造物の使用が「合理的な使用|で

あるか否かは、製造者側の予定(意図)を基準とするのではなく、当時

の社会における消費者の実際の(合理的な)使用を基準として判断する

べきである。製造物は、製造者の一定の意図に基づいて設計・製造され

るが、その製造物は、製造者の意図した用途以外にも使用されることが

しばしばある。このような製造者の意図外の使用が社会的に合理的な使

用であると認められる場合には、製造者はこのような使用についても、

予め設計または指示・警告により、危険が生じないようにしなければな

らない。製造物がこのような使用に耐えられなければ、当該製造物は欠

陥があると判断されるO

EC指令の立法者は、「合理的な使用jを製造者の意図した用途に限定

することは、製造者の責任範囲を不当に狭めてしまい、欠陥を客観的に

判断することと矛盾すると指摘し、「合理的な使用Jであるか否かは、

製造者の「定めた用途jではなく、「合理的に予見されるjことを基準

として判断するべきであるとする1450

アメリカでも、誤使用は製造者の責任排除の原因となるが、製造物の

使用が誤使用であるか否かについて最も一般的なものとして、製造物の

使用が客観的に予見可能な製造物の用途に合致しない使用をもって誤使

用とする考え方がある O つまり、製造物の使用が、通常の製造者にとっ

て予見可能な使用である限り、その使用が製造物の本来の用途に合致し

ていない場合であっても、製造者は賠償責任を負うことになる1460

(4) r製造物を引き渡した時期Jについて
イ 「製造物を引き渡した時期jが欠陥の判断における意義

「製造物を引き渡した時期」が製造物の欠陥の認定において考慮され

る場面としては、第一に、製造物の要件としての「欠陥jが、どの時点

で存在していることが必要であるかにかかわる場面であり、第二に、製

造物が「通常有すべき安全性」を有しているか否か、すなわち、欠陥製

造物であるか否かをどの時点を基準として判断するかという、欠陥の判

断基準時に関する場面である。第一の場面は、「欠陥J自体の存否を判

断する基準にかかわるものではなく、欠陥は製造者のもとで生じたのか、
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それとも製造者のもとを離れてから生じたものであるかという、欠陥の

存在時期の問題であり、実務上では、欠陥(の存在時期)の証明の問題

となるので、第5章において検討することにして、ここにおいては、第

二の場面についてのみ検討することにする。

製造物が通常有すべき安全性を有しないと欠陥製造物であると評価さ

れるが、その「通常有すべき安全性」は、日本の製造物責任法は「製造

物を引き渡した時期」を基準として、 EC指令は「製造物が流通に置か

れた時期」を基準として評価されることとなるが、実質的には同じであ

るといえる(以下においては、「流通に置かれた時期Jの表現を使うこ

とにする)。つまり、製造物の欠陥は、製造者が当該製造物を流通に置

いた当時における、製造物の安全性に対する社会通念(一般的消費者の

期待)を基準として判断されるべきである。

製造物の安全性に対する社会通念・消費者の期待は、当時の製造物の

科学・技術の水準、科学・技術の利用可能性がその背景になり、また、

科学・技術の発展により変化する O したがって、製造物を流通に置いた

時点における社会通念によっては、必要とされる安全性を備えていると

判断される製造物であっても、その後の科学・技術の進歩による社会通

念の変化のため、不相当に危険であると判断されることがありうるが、

このような製造物を欠陥製造物として、製造者に責任を負わせるのは相

当ではない。このような場合にまで製造者の責任を追及するのは公平の

観点に反するばかりか、製造業者のより安全な製造物を開発しようとす

る意欲を失わせかねないからである 1470

このような考慮から、 EC指令は、欠陥の定義をした後、「製造物は、

その後よりよい製造物が流通に置かれたという理由だけで、欠陥がある

とみなすことはできない」とする 148。しかし、他方、社会通念上の安全

性への期待が高くなり、不相当に危険であると評価されるような製造物

であるのに、その製品がそれ以前に開発、設計、製造されたからといっ

て、そのまま流通の投入した場合には、設計、製造時の社会通念ではな

く、流通に投入したときにおける変化した社会通念により欠陥製品とし

て扱うべきである O

「製造物を流通に投入した時期」を欠陥の判断要素として考慮するの

は、自動車の安全装置としてエアバッグが装備されていない車は、はじ
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めは欠陥車であると評価されなかったが、後でエアバッグの普及により

これのない車は欠陥車と評価されるような、明らかな製造物の安全度に

ついての社会的許容観念の変化問題の場合には妥当である。しかし、製

品に隠れた危険性があるのに、製品を流通に投入したときには、その危

険の存在が認識できず、その後事故が生じて危険性が明らかになったよ

うな場合には、「製造物が流通に置かれた時期」には発見できない「危

険性」であるとして欠陥を否定するのは、妥当ではないと思われる。一

般的に、製造物のこのような危険な性質が、流通に置かれたときには認

識できなかっただけであって、認識されたならばその流通に置かれた時

期とは関係なく、社会的に許容されないものである場合には、その危険

な性質が製造物が流通に置かれたときのすでに存在していた限り、開発

危険の抗弁が成立する場合を除いては、製造者は責任を免れないはずで

ある1490

ロ 製品品質法における「製造物が流通に置かれた時期jの意義

製品品質法は、欠陥の判断要素について規定していないため、欠陥判

断の基準時をいつにするかが問題となりうるが、上記のように「製造物

が流通に置かれた時期jを基準とするのが妥当であると思われる。

「製造物が流通に置かれた時期」は、 EC指令と日本の製造物責任法に

おいて、次のような場面に関連している。

(イ)製造物責任法の適用の基準時。製造物責任法は、製造物責任法

の施行後に流通に置かれた製品についてのみ適用される1500

(ロ)欠陥の存在時期。製造物の欠陥は、製造物を流通に置くときに

存在することが必要である1510

(ハ)欠陥判断の基準時。製造物が流通に置かれた時点を基準とする。

(ニ)開発危険の抗弁の基準時。開発危険の抗弁が成立するかは、製

造物を流通に置いた時点における科学・技術の知識の水準によって判断

される152

(ホ)期間の制限の基準時。製造物責任法による損害賠償請求権は、

製造物を流通に置いたときから10年を経過すると消滅する 1530

このように、製造物は、それが流通に置かれた時点において欠陥があ

るものでなければならない、というのが製造物責任法の責任体系の基本

原則であり 154、EC指令と日本の製造物責任法はこのような視点が貫か
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れている。

これに対して、中国の製品品質法は、「製造物を流通に投入した時期j

を、欠陥の存在時期の証明と開発危険の判断との関係で定めているだけ

で155、製造物責任法の適用基準時(何時の事案から適用されるか)およ

び欠陥の判断の基準時については明記しておらず、立法機関による解釈

もなく、学説上も検討されていない。裁判実務上でも欠陥の判断基準時

に関する事例は管見の限り見当たらないが、製品品質法の適用の基準時

に関する事例から、「製造物を流通に投入した時期」が製造物責任法に

おいてもつ意義が認識されていない実務の現状がうかがえると思われる O

製品品質法は、「本法は1993年9月1日から施行するJ(74条)と施行

日を定めただけで156、法律適用の基準時は明確になっていないが、裁判

例の中には、「製造物が流通に投入された時期jを基準とするものは見

あたらないが、製品事故の発生時点あるいは損害の発生時点を基準とす

るものが多いようである1570 そのほか、起訴の時点あるいは判決の時点

を基準とする事例まで見られる1580 このような裁判実務の現状では、欠

陥の判断を「製造物が流通に投入された時期」を基準として行なうとは

考えにくく、製造物の事故発生時または判決時を基準として行なう可能

性は十分にあると思われる。

製造物の欠陥の判断を「製造物が流通に置かれた時期jを基準として

行なうのは、製造物を流通に置くことによってはじめて製造物の危険性

が現実化し、製造者が製造物の危険性を制御し、製造物の安全性を確保

することができるのは、製造物を流通に投入するまでであり、その以後

の安全性についての社会通念を基準とするのは公平ではなく、製造者の

新製品の開発の意欲を失わせるおそれがあるからである。このような観

点から、筆者は、中国の製造物責任法も、 EC指令と日本の製造物責任

法のように、「製造物が流通に置かれた時期jをもって、製造物の欠陥

の判断の基準時とするべきであり、法律に明記することが望ましいと考

える。

i主
l全国人大常委会法制工作委員会経済法室=国家技術監督局政策法規司編『産

品質量法実用指南j(中国民主法制出版社、 1994年)258頁、房維廉=趨惜兵編
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『新産品質量法釈義奥問答.1(工商出版社、 2000年)220頁、国家技術監督局政

策法規宣伝教育司編『最新産品質量法実用知識問答.1(中国計量出版社)27頁。

2裁判実務においても民法通則を適用しながら責任要件については製品品質j去

の「欠陥」の概念をもって責任の判断を行った事例がある。中国高級法官培訓

中心=中国人民大学法学院編『中国審判案例要覧(1996年民事審判巻).1(中国

人民大学出版社、 1997年)224頁、千森秀郎「中国でのPL訴訟一自動車のエ

アバッグが作動しなかったとして日本の企業が中国で訴訟を提起された事

例一」国際商事法務1997年4号392頁。

3司法解釈とは、中国の最高人民法院と最高人民検察院が、裁判実務と検察実

務において、どのようにして具体的に法律を適用するかという問題に対して作

り出す解釈である(人民法院組織法33条、法律解釈業務を強化することに関す

る全国人民代表大会常務委員会の決議(1981年6月10日)第2文節の二)。最

高人民法院の司法解釈には、補充立法に近い内容が多く、裁判実務において、

事実上の法源として機能しており、下級の人民法院を拘束する。(木間正道=

鈴木賢=高見浮磨『現代中国法入門〔第3版J.I(有斐閣、 2003年)97頁、森JlI

信吾「中国法の法源と調査方法(上)JJCAジャーナル47巻2号 (2000)l3頁)。

4最高人民法院中国応用法学研究所編『人民法院案例選(1992年一1996年合訂

本〕民事・経済・知識産権・海事・民事訴訟程序巻〔上J.!(人民法院出版社、

1997年)694頁、中国高級法官培訓中心=中国人民大学法学院編『中国審判案

例要覧(1997年民事審判案例巻)J(中国人民大学出版社、 1998年)250頁。

5民法通則106条2項は、「公民及び法人は、その故意または過失により、国家

及び集団の財産並びに人身を侵害した場合は、民事責任を負わなければならな

い」と規定する。

6梁慧星「中国の製造物責任法」法学(ソウル大学校)第42巻2号113頁。梁

教授は、裁判所が製品品質法と民法通則122条を同時に適用するのは妥当では

ないと指摘する。

7 ここで「解釈Jと断わるのは、 43条の「先行賠償責任Jについての通説的な
解釈は43条の立法趣旨に合っておらず、妥当で、はないと考えるからである。

8張新宝『中国侵権行為法〔第2版).J (中国社会科学出版社、 1998年)503頁

以下。

9 同上、 503頁。

10向上、 503頁、 506頁。

11 向上、 504頁。

12向上、 507頁。

13国家技術監督局「中華人民共和国産品質量法条文解釈J(1993年8月3日)
(同解釈は、李効民編『最新産品質量責任聾質量監督法律指南.1(中国計量出

版社、 1998年)941頁以下に収録されている)。全国人大常委会法制工作委員会
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経済法室=国家技術監督局政策法規司・前掲注1)61頁、国家技術監督局政策

法規司編『中華人民共和国産品質量法講座j(世界図書出版公司、 1993年)157 

頁。

14中国の立法機関である全国人民代表大会の常設機関としてその常務委員会

は、全国人民代表大会が立法権をもっ法律以外の他の法律を制定する権限を有

し、全国人民代表大会の閉会期間中には、全国人民代表大会が制定した法律に

ついて具体的な改正をし、憲法、他の法律を解釈できるなど広範な権限がある

(憲法67条、立法法7条2項)。全国人民代表大会およびその常務委員会の職

権などについては、木間正道=鈴木賢=高見淳磨・前掲注3)74頁以下を参照。

15全国人大常委会法制工作委員会経済法室=国家技術監督局政策法規司・前

掲注1)105頁。

16房維廉=趨惜兵・前掲注1)209頁。

17 1986年に制定された民法通則が民事上の権利を独立した章(第6章)にし

てまとめて規定する独特な構成をとった原因について、鈴木教授はじi毎道大学)

は、当時の中国における市民の権利意識の低さ(自分がいったいどのような権

利を有し、これらの権利をどのように行使すべきかを確実に知らない)にかん

がみ、権利意識を強化するために、単独の章を割いて権利を前面に押し出した

と指摘する(鈴木賢「中国における民法通則制定とその背景・ 2J法律時報60
巻5号68頁)01993年に製品品質法を制定するときにも、このような社会事情

は依然変わっていなかったため、委員たちは同じような考え方から、 43条のよ

うな規定を置くよう求めたと思われる。

18全部の草案を入手することはできなかったが、入手した草案は次のとおり

である o I中華人民共和国質量法(草案第1稿)J (1989年4月)、「中華人民共
和国産品質量法(徴求意見稿)J (1989年9月18日)、「中華人民共和国産品質量
法(第4稿)J (1990年3月30日)、「中華人民共和国産品質量法(第6稿)J

(1990年8月)、「中華人民共和国産品質量法(送審稿)J (1990年9月10日)、「中
華人民共和国産品質量法(送審第3次修改稿)J(1991年9月)、「中華人民共和

国産品質量法(送審第4次修改稿)J(1991年11月)、「中華人民共和国産品質量

法(草案)J (1992年10月19日)。
19 I草案第 l稿Jは、第2章「品質義務J12条に、「商品の品質(問題)によ
り使用者と消費者に損失が生じた場合には、まず販売者が経済損失を賠償しな

ければならない。販売者の責任に属しない場合には、販売者が責任あるものに

求償するものとするjと規定し、また、第6章「法律責任J45条に製造者と販
売者は[製品の品質(問題)により、人身傷害、財産損失が生じた場合には、

法により民事責任を負わなければならない」と規定する oI徴求意見稿」は、
第6章「販売者の品質義務J38条に「製品の品質(問題)により使用者と消費
者に財産又は人身損害が生じた場合には、まず販売者が製品品質責任を負い、
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損失を賠償しなければならない。生産者又は保管者・運送者に責任がある場合

には、販売者が責任あるものに求償するものとする」と規定し、また、第8章

「法律責任J52条に製造者と販売者は「製品の品質が規定要求に適合しないこ
とにより、人身傷害、財産損失が生じた場合には、法により民事責任を負わな

ければならない」と規定する。このように、「草案第1稿J12条と「徴求意見
稿J38条は販売者だけの先行賠償責任を規定しているが、この先行賠償責任は、
後の諸草案における製造者と販売者間の先行賠償責任とは同じものではないと

恩われる。

20ただし、次の②において検討するように、製造者と販売者が共に無過失責

任を負う場合でも、被害者から損害賠償を請求されれば、絶対に先行賠償をし

なければならないとするのは、免責事由の規定と矛盾しており、厳密に言うと

妥当ではない。

21実際の製造者が表示製造者に代わって、完成品の製造者が部品・原材料の

製造者に代わって先行賠償することもありうるが、表示製造者と部品・原材料

の製造者がともに製造物責任主体になる場合、このような先行賠償責任は、法

律上問題が生じない。

22張新宝・前掲注8)506頁。

23 EC指令前文の第7丈節。

24 EC指令7条、日本の製造物責任法4条。

25ただし、 41条により販売者は製造物責任主体ではないから、 42条l項がな

くても販売者に対しては製造物責任を追及できないことと民法通則106条2項

により過失責任を追及できるのは当り前のことであり、 42条I項は無駄な規定

であるといえる。

26 I全国人大草案」第8編「侵権責任法」第6章「製造物責任J35条、 36条、
37条。「社会科学院案JI侵権行為編」第4章「準侵権行為:無過失責任j第4
節「製造物責任J76条〔生産者の責任〕、 78条〔販売者の責任〕、 81条〔連帯責
任〕。

27 I人民大学案JI侵権行為法編」第3章「侵権の類型j第7節「製造物侵権
責任J90条〔概念〕、 93条〔生産者と販売者の責任〕、 94条〔運送者と倉庫保管
者の責任〕。

28 I人民大学案J97条〔免責条件〕。
29浦川道太郎「製造物の定義と範囲j判例タイムズ862号30頁。

30経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編『製造物責任法の論点.1(商事法

務研究会、 1991年) 6頁。

31安田総合研究所『製造物責任一国際化する企業の課題一〔第2版J.I(有斐
閣、 1992年)56頁以下参照。

32第3次不法行為法リステイトメント19条。
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33 EC指令2条o

34 EC指令15条。

論説

35国家技術監督局政策法規司法規処編『中華人民共和国産品質量法知識問答』

(化学工業出版社、 1993年)21頁、国家質量技術監督局政策法規宣伝教育司・

前掲注 1)30頁。

36国家技術監督局 f中華人民共和国産品質量法条文解釈J2条(李効民・前
掲注目)941頁)。

37 EC指令前文第3文節。

38塩崎勤=羽成守編『裁判実務大系 (30)製造物責任関係訴訟法.1 (青林書院、

1999年)37頁。

39 r質量法(草案第 l稿)J (1989年 4月) 2条、「産品質量法(第 6稿)J
(1990年8月) 3条、「産品質量法(送審稿)J (1990年9月) 3条は、不動産
を含めていたが、「産品質量法(徴求意見稿)J (1989年9月)60条、「産品質量
法(第4稿)J(1990年3月) 3条、「産品質量法(送審第3次修改稿)J (1991 
年9月)66条、「産品質量法(送審第4次修改稿)J (1991年11月)65条、「産品
質量法(草案)J (1992年10月) 2条は、不動産を含めていなかった。
40国家質量技術監督局政策法規宣伝教育司・前掲注1)32頁。

41例えば、製造物責任研究会「製造物責任法要綱試案J(2条 1項)、東京弁
護士会「製造物責任法試案J(2条1号)、日本弁護士連合会「製造物責任法要
綱J(2条1号)は、不動産を製造物責任法の対象としており、 1990年私法学
会報告者グループ「製造物責任立法への提案J(第3)、公明党「製造物責任法
案J(1992年5月) (2条1項)、社会党「製造物責任法案J(1992年11月) (2 
条l項)は、不動産を製造物責任の対象から排除する。

42第14次国民生活審議会消費者政策部会報告「製造物責任制度を中心とした

総合的な消費者被害防止・救済の在り方についてJ(1993年12月)第2の4の
(2 )。

43加藤雅信「製造物責任法案とその問題J判例タイムズ842号34頁、松本恒雄
「製造物JNBL457号38頁。なお、判例の中にも不動産(分譲マンション)が
製造物責任の対象であることを一般論として認める事例がある(東京高判昭和

50・6・30判例タイムズ330号287頁、金融・商事判仔s485号27頁)。

44松本恒雄「製造物の意義と範囲」ジュリスト1051号24頁。

45松本恒雄「アメリカにおける製造物責任j判例タイムズ673号89頁。

46安田総合研究所・前掲注31)56頁。

47 リステイトメント第四条、同コメント eを参照。

48朝見行弘「製造物の範囲J金融・商事判例960号13頁。
49全国人大常委会法制工作委員会経済法室=国家技術監督局政策法規司・前

掲注1)152頁。

北法54(6・440)2452



中国製造物責任法における無過失責任の受容と変容 (2) 

日全称、は「中華人民共和国建築法Jである o 1997年11月1日に制定され、
1998年3月l日から施行された。

51民法通則126条は、「建築物あるいはその他の施設及び建築物上の設置物、

懸垂物が倒壊、脱落、墜落して、他人に損害が生じた場合、その所有者または

管理者は民事責任を負わなければならない。但し自己に故意・過失がないこと

を証明できるときは、この限りでない」と規定する。

52 r全国人大草案J(侵権責任法編第 1章7条)、「社会科学院案J(侵権行為編
第4章75条)、「人民大学案J(侵権行為法編第3章91条)はいずれも製造物の
範囲を動産に限定し、不動産は含まれないとする。「全国人大草案j侵権責任

法編第 1章7条は、「不法行為の内容、責任方式、免責事由などについて、製

品品質法、環境保護法などの法律に別段の定めがある場合には、その規定に従

うjと規定する。「全国人大草案」には、製造物の定義規定がないため、製造

物の範聞は製品品質法と同じである。

53経済企画庁など七官庁「製造物責任法の解説J(1994年8月)NBL 554号58
頁。

54 EC指令2条。

55通商産業省産業政策局消費経済課編『製造物責任法の解説.1 (通商産業調査

会、 1994年)68頁、朝見行弘・前掲注48)14頁。

回全国人大常委会法市Ij工作委員会経済法室=国家技術監督局政策法規司・前

掲注 1) 6頁。

57国家技術監督局政策法規司法規処・前掲注35)20頁。

58向上、 20頁。

59経済企画庁など七官庁・前掲注目)58頁。

60製造物責任研究会「製造物責任法要綱試案J2条、 1990年私法学会報告者
グループ「製造物責任立法への提案」第3の注、東京弁護士会「製造物責任法

試案J2条l号、日本弁護士連合会「製造物責任法要綱J2条l号。
61経済企画庁国民生活局消費者行政第一課・前掲注30)13頁。

62松本恒雄・前掲注44)24頁。

63 EC指令2条。

64 EC指令前丈第3丈節。

65好美清光「製造物責任法の構造と特質」判例タイムズ862号8頁。

66 EC指令15条l項a号、前文第15文節0

67第2次不法行為法リステイトメント402A条コメント e、第3次不法行為法

リステイトメント19条コメント b。

68楊李=劉延嶺編『生産経営消費者権益法律保護案例精析.1 (中国政法大学出

版社、 1996年)22頁。この事案では、雷管がいつ混入したかが争点となり、採

掘しただけの石炭が製造物に当たるか否かは問題にならなかった。
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肩岡 氏見

69 EC指令7条 C号は、「製造者が、その製造物を、営利目的をもって販売そ

の他の方法により配布するために製造したのではなく、かっ事業活動として製

造または配布したのではないことjを証明するときは免責されるとする。

70 I全国人大草案」侵権責任法編第l章7条、「社会科学院案j侵権行為編第

4章75条、「人民大学案J侵権行為法編第3章91条。
71 I工業産品質量責任条例J(1986年4月5日国務院発布)第2条。
72梁慧星「中国の製造物責任法JJCAジャーナル1995年9号25頁。
73ただし、製品品質法の草案には、はじめは「欠陥」という用語が使われて

いなかった。「中華人民共和国質量法(草案第 l稿)Jは、「製品の品質問題に

より人身傷害、財産損失が生じた場合は、法に基づいて民事責任を負わなけれ

ばならない」と規定し(12条、 45条)、その後、「産品質量法(徴求意見稿)J

(52条)、「産品質量法(第4稿)J (51条)も「製品の品質問題」という暖昧な
表現が使われていた。「欠陥Jという用語は「産品質量法(第6稿)Jにおいて
はじめて使われた。草案第6稿61条は、「製品の欠陥により、他人の生命、身

体、財産に損害を生じさせた場合、当該製品の生産者、販売者は、法律に基づ

いて賠償責任を負わなければならないjと規定するが、その草案第6稿および

その後作成された「産品質量法(送審稿)J、「産品質量法(送審第3次修改稿)J、

「産品質量法(送審第4次修改稿)Jには、まだ「欠陥jの定義規定はなかっ

た。欠陥の定義規定が置かれたのは、国家技術監督局(製品品質法の起草担当

官庁)が作成した草案を国務院が審査、修正して、立法機関である全国人民代

表大会常務委員会に提出した「産品質量法(草案)J (1992年10月)がはじめて
だった。

74製品品質法41条は、「製品に欠陥存在したことにより、人身、欠陥製品以外

の財産(以下、「他人の財産jと略称する)に損害が生じた場合、生産者は、

賠償責任を負わなければならない」と規定しており、 41条以下における「他人

の財産」とは、「欠陥製品以外の財産」のことをいう。

75国家技術監督局が1990年9月に国務院に提出した「産品質量法(送審稿)J

には欠陥の定義規定はなかったが、その49条は、「製品が予期される安全性を

欠くために、他人の財産、人身に損害を生じさせた場合、当該製品の生産者、

販売者は、法律に基づいて賠償責任を負わなければならないJと規定する。こ
れは後の欠陥の定義規定と表現こそ違うが、「欠陥」を「安全性の欠如」と捉

えることにおいては、実質的には同じ考え方を示しているといえる。

76 I中華人民共和国産品質量法(草案)J (1992年10月19日) 3条3項。
77国家技術監督局政策法規司法規処・前掲注35)100頁。

78アメリカ連邦政府の商務省が1979年10月に発表したものであるが、このモ

デル法は、連邦法ではなく、各州が州法を改正して製造物責任法を制定する場

合の「モデルj法にすぎず、法的拘束力はない。なお、本稿におけるモデル法
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の訳は、経済企画庁国民生活局消費者行政第一課編『製造物責任と賠償負担』

(大蔵省印刷局、 1980年)206頁以下の森島昭夫教授の翻訳と社団法人日本住

宅システム協会編『全訳・米国模範統一製造物責任法.1 (第一法規、 1980年)

の北川俊光氏の翻訳による。

79 104条 (BJ項は設計上の欠陥について定める。

80 104条 (CJ項は警告・指示上の欠陥について定める。
81 105条は、「製造者以外の製造物の売主の責任の基本的な基準」を定めるが、

その (AJ項には、警告・指示上の欠陥について定められている。

82小林秀之編『新製造物責任法大系I(海外編Jj(弘文堂、 1998年)327頁0
83通商産業省産業政策局消費経済課・前掲注目)102頁。

制升田純『詳解製造物責任法.1(商事法務研究会、 1997年)385頁。

邸李効民・前掲注目)952頁。

86石慧栄「産品欠陥研究」法学1996年2号27頁。

87安建「論産品質量法関於産品責任的規定J中国法学1993年5号65頁、劉静
『産品責任論.1(中国政法大学出版社、 2000年)134頁。

88察志良「論我国産品責任法的完善j中国商業法制1996年4号 5頁、蒋大輿

「試論我国産品責任法的完善」中国商業法制1997年8号6頁。

89朱克鵬=臼衛紅「論我国産品責任的構成要件及其完善j深ガ11大学学報(人

文版)1995年4号93頁、劉文埼『産品責任法律制度比較研究j(法律出版社、

1997年)140頁、劉静・前掲注87)133頁。

90劉国福=管建国編『民商法典型案例解評.1(法律出版社、 1997年)16頁。

91宇培果編『民商事新類型案例研究J(人民法院出版社、 1998年)174頁。
92張新宝「中国民法典侵権行為法編草案建議稿理由概説」第80条〔欠陥の定

義〕についての説明。この「理由概説」は、「中国民商法律網J(http://www.cト
villaw.com.cn)の「法界動態jで検索できる。

93 I社会科学院案」侵権行為編第4章80条。
94 I全国人大草案j侵権責任法編第 l章7条。

95朝見行弘「欠陥J別冊NBL24号 n製造物責任の現状と課題.1)36頁。
96安田総合研究所・前掲注31)65頁。

97第3次不法行為法リステイトメント 2条0

98安田総合研究所・前掲注31)66頁。

99朝見行弘「責任基準(1)欠陥JNBL457号48頁。第3次不法行為法リステ
イトメントもこのような立場をとっている。

l∞山本庸幸『注釈製造物責任法.1(ぎょうせい、 1994年)51頁。

101 1990年日本私法学会報告者グループの「製造物責任立法への提案J(第5の
2 )は、「同ーの生産過程において製造された他の製造物が備えている安全性

を備えていないときは、欠陥があるものと推定するjと規定する。これについ
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ては、「他の同一製品が備える安全性を備えていないときは、欠陥の推定では

なく。欠陥そのものがあるjとの意見があるが(経済企画庁国民生活局消費者

行政第一課・前掲注30)39頁)、筆者は、やはり欠陥の推定とするのが妥当だ

と思われる。他の同一製品が備える安全性を備えていない場合でも、その逸脱

が「不合理な危険J(欠陥)と評価できるものとそうではないものとがあるか
らである。

102山口正久訳『米国第3次不法行為法リステイトメント(製造物責任法)H木

鐸社、 2001年) 6頁。

103張新宝・前掲注8)495頁、張駿「中美産品責任法中産品鉄陥的比較研究」

法制与社会発展1999年第2号34頁。

I似第2次不法行為法リステイトメント402A条コメント iは、「販売される商

品は、その性質に関して公衆に共通な通常の知識をもった、それを購入する通

常の消費者によって期待される程度を超えて危険である」場合に「不合理な危

険J(欠陥)であるとする。
105朝見行弘・前掲注99)45頁。

106安田総合研究所・前掲注31)67頁参照。

107このような事例として、 Toneyv. Kawasaki Heavy Industries， Ltd.， 763 F. Supp. 

1356 (S.D.Miss. 1991)がある。この事件で裁判所は、「オートパイに足の防護装

置がついていないことは、オートパイを見ればすぐにわかることであり、車と

衝突すれば足にけがをすることもまた、オートパイを見ればすぐわかるJと認
定して、原告の損害賠償請求を退けた。(小林秀之編著『日米製造物責任訴訟

対策.i(中央経済社、 1996年)290頁)。

108第3次不法行為法リステイトメント 2条コメント go

1ω 日本弁護士連合会編『日弁連研修叢書・現代法律実務の諸問題〈平成4年

版>(上).1115頁(好美清光「製造物責任の問題点J)。

110好美清光・前掲注65)13頁。

111例えば、 1990年私法学会報告者グループの提案4条、日弁連の製造物責任

法要綱2条3項、社会党の製造物責任法案要綱2条3項。

112第14次国民生活審議会消費者政策部会報告・前掲注42)第2のlの(2 ) 

を参照。

113好美清光・前掲注65)13頁、鎌田薫「欠陥J判例タイムズ862号59頁。
114安田総合研究所・前掲注31)67頁。

115小林秀之・前掲注82)65頁。

116小林秀之・前掲注107)290頁。

117安田総合研究所・前掲注31)70頁。

118たとえば、 EC指令とドイツ製造物責任法の立法担当者は、危険効用基準

は製造者側の論理であるから、これを排除すると明確に述べている(日本弁護
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士連合会・前掲注109)115頁、好美清光・前掲注65)13頁参照)。

119塩崎勤=羽成守・前掲注38)64頁。

120好美清光・前掲注65)13頁、鎌田薫・前掲注113)59頁。

121升田純編『現代裁判法体系⑧〔製造物責任J.I(新日本法規、 1998年)130頁。
122朱克鵬=田衛紅・前掲注89)92頁。

123小林秀之・前掲注82)323頁。

124 日本弁護士連合会・前掲注109)115頁。

125経済企画庁国民生活局消費者行政第一課・前掲注30)37頁。

126鎌田薫・前掲注113)59頁。

127山本庸幸・前掲注100)38頁。

128このような産業界の要望を容れて、 1993年11月の産業構造審議会総合製品

安全部会の報告 (1事故防止及び被害者救済のための総合的な製品安全対策の
あり方についてJ)は、予測可能性を高め、製造者の安全性向上につなげてい

くために、必要であるとして、「製造物の表示」、「合理的に予期される使用」、

「製造物が流通過程に置かれた時期jのほか、[製品の効用・有用性j、「経済

性」、「技術的実現可能性j、「被害発生の蓋然性とその程度j、「使用者による損

害発生防止の可能性J、「製品の通常の使用期間・耐用期間j等を欠陥の判断要
素に入れるべきであるとした。同年12月の国民生活審議会消費者政策部会の報

告 (1製造物責任制度を中心とした総合的な消費者被害防止・救済のあり方に

ついてJ) も、上の「経済性」を「製品の価格帯効果」に取り替えたほかは、

そのまま踏襲して、欠陥の判断要素として明記する必要があるとした。

129通商産業省産業政策局消費経済課・前掲注目)75頁。

問向上、 76頁。

131向上、 76頁。

132鎌田薫・前掲注113)60頁。

133 EC指令は、欠陥を判断する際の考慮要素として、「その製造物の表示J、「そ
の製造物の合理的に予期されうる使用」、「その製造物が流通に置かれた時期j

を定めており、日本の「製造物の特性」に含まれるとされるほかの諸事情は、

欠陥を判断する際の考慮要素となっていない。また、 EC指令の立法関係者は、

欠陥の判断においてそれらの事情を重視することに批判的で、あるといわれてい

る。例えば、「費用=効用分析」に対しては、十分に安全な設計にすると、費

用がかさみ、それをカバーするだけの値段を市場は払ってくれないだろうとい

うことで危険な製品を製造したという主張は、製造業者の経済状態を基準とす

る不当なもので、一般の正当な期待に反すると批判される(好美清光・前掲注

65) 13頁)。

134製品品質法27条は、「製品の特徴及び用途により、製品の規格、等級、主要

成分の名称及び含有量を明記する必要がある場合は、それを中国語により明記
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し、消費者に事前に知らせる必要があることについては、外側包装に明記し、

または事前に消費者に関係資料を提供jしなければならず(l項3号)、「正し

く使用しないと製品自体が銭損しやすいまたは人身・財産の安全に危害を及ぼ

すおそれのある製品については、警告の標識または中国語による警告の説明を

付しなければならないJ(1項5号)と規定し、 28条は、壊れやすい、燃えや
すい、爆発しやすい、毒性・腐蝕性・放射性のある危険物と貯蔵・輸送におい

て倒置しではならない製品及びその他の特殊な製品については、「国の関連規

定に基づいて、警告の標識または中国語による警告の説明を付し、貯蔵・輸送

の注意事項を明記しなければならないjと規定する O

135升田純・前掲注84)342頁。

136小林秀之・前掲注107)296頁。

137第3次不法行為法リステイトメント 2条コメント 10 

138塩崎勤=羽成守・前掲注38)80頁。

139劉国福=管建国・前掲注90)16頁以下。

140千森秀郎・前掲注2)392頁、中国高級法官培訓中心=中国人民大学法学院・

前掲注2)224頁、李効民・前掲注目)457頁。

141鎌田薫・前掲注113)61頁。

142好美清光 iEC指令と製造物責任」判例タイムズ673号27頁。

143安田総合研究所・前掲注31)88頁。

144升田純・前掲注84)362頁。

145小林秀之・前掲注82)322頁、好美清光・前掲注142)27頁。

146もっとも、アメリカでは、製造物の意図された用法に合致しない使用をもっ

て誤使用とする考え方もあるが、これについては、意図された用法を基準とす

ることは、製造者の主観にのみ誤使用の基準を求めるもので、誤使用の範囲を

極めて広く解釈することになり、妥当性を欠く結果となる、という批判がある

(安田総合研究所・前掲注31)88頁)。

147山本庸幸・前掲注100)46頁。

148 EC指令6条2項。

149鎌田薫・前掲注113)62頁。

150日本の製造物責任法附則1項、 EC指令17条。

151 日本の製造物責任法3条、 EC指令7条b号。日本の製造物責任法は、こ

の旨を明示してはいないが、解釈上は当然のことと解されている(升田純・前

掲注84)371頁)。

152 日本の製造物責任法4条1号、 EC指令7条e号。

153 日本の製造物責任法5条1項、 EC指令11条。

154好美清光・前掲注142)28頁。

155製品品質法41条2項は、製造者の免責事由として、「製品を流通に投入した
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ときには、損害を引き起こした欠陥がまだ存在していなかったjこと(l号)

と「製品を流通に投入したときにおける科学技術の水準では、まだ欠陥を判断

することが不可能であったJこと(2号)を定めている。なお、期間制限の起
算時については、 EC指令と日本の製造物責任法と違って、製造物が流通に置

かれた時点ではなく、「欠陥製造物が最初の消費者に引き渡されたj時点を基

準とする (45条2項)。

156製品品質法のこの規定は、そもそも製造物責任の規定を念頭においての規

定ではなく、行政法規範としての製品品質法の適用を念頭において設けた規定

であると考えられる。

157拙稿「中国における製造物責任訴訟ートヨタ自動車事故訴訟を手がかりと

して-J法学新報108巻 I号188頁。 1991年に製造された製品の欠陥により、
1993年3月に事故が起きた事案で、一審と二審が事故当時にはまだ施行されて

いなかった製品品質法と消費者権益保護法を適用して判決したことについて、

最高人民法院中国応用法学研究所のコメントは、事故の発生が法律の施行前で

あるから製品品質法と消費者権益保護法を適用したのは不当であるとするが、

「製造物を流通に投入した時期jとの関係については言及していなかった(最

高人民法院中国応用法学研究所編『人民法院案例選J人民法院出版社1996年第
2輯106頁以下参照)0また、劉国福=管建国・前掲注90)174頁の事例でも、

裁判所は、 1991年に購入した欠陥ガス湯沸し器事故による損害賠償訴訟の判決

で、製品が流通に投入されるときにはまだ施行(制定)されていなかった製品

品質法を適用した(事故時には製品品質法が施行されていた)。

158李守栄=左鳳蓬『中華人民共和国消費者保護法案例評析与実務j(経済日報

出版社、 1995年)52頁。 1992年12月に購入した空気入れの欠陥により、 1993年

3月に負傷して、 1993年10月に起訴した事案において、裁判所は、 1993年9月

1日に施行された製品品質法を適用して判決した。
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